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１．概要

 本資料は、再処理施設の技術基準に関する規則「第 18 条 搬送設備」に

関して、基本設計方針に記載する事項、添付書類に記載すべき事項、補足

説明すべき事項について整理した結果を示すものである。

 整理にあたっては、「共通 06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書

類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通 07：添付

書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて実施した。

２．本資料の構成

 「共通 06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書）、

添付図面で記載すべき事項」及び「共通 07：添付書類等を踏まえた補足

説明すべき項目の明確化」を踏まえて本資料において整理結果を別紙と

して示し、別紙を以下の通り構成する。

 別紙１：基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較

事業変更許可 本文、添付書類の記載をもとに設定した基本設計

方針と発電炉の基本設計方針を比較し、記載程度の適正化等を図

る。

 別紙２：基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の

展開

基本設計方針の項目ごとに要求種別、対象設備、添付書類等への

展開事項の分類、第１回申請の対象、第２回以降の申請書ごとの

対象設備を展開する。

 別紙３：基本設計方針の添付書類への展開

基本設計方針の項目に対して、展開事項の分類をもとに、添付書

類単位で記載すべき事項を展開する。

 別紙４：添付書類の発電炉との比較

添付書類の記載内容に対して項目単位でその記載程度を発電炉

と比較し、記載すべき事項の抜けや論点として扱うべき差がない

かを確認する。なお、規則の名称、添付書類の名称など差がある

ことが明らかな項目は比較対象としない。（概要などは比較対象

外）

 別紙５：補足説明すべき項目の抽出

基本設計方針を起点として、添付書類での記載事項に対して補足

が必要な事項を展開する。発電炉の補足説明資料の実績との比較

を行い、添付書類等から展開した補足説明資料の項目に追加すべ

きものを抽出する。

 別紙６：変更前記載事項の既設工認等との紐づけ

基本設計方針の変更前の記載事項に対し、既認可等との紐づけを

示す。
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別紙 
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商業機密の観点から公開できない箇所



再処理施設　設工認に係る補足説明資料　別紙リスト 令和５年１月５日　Ｒ２

資料№ 名称 提出日 Rev

別紙１ 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 1/5 2

別紙２ 基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開 1/5 2

別紙３ 基本設計方針の添付書類への展開 1/5 0

別紙４ 添付書類の発電炉との比較 1/5 0

別紙５ 補足説明すべき項目の抽出 1/5 0

別紙６ 変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 1/5 0

搬送00-01　【本文、添付書類、補足説明項目への展開（搬送）】

別紙
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令和５年１月５日 Ｒ２ 

別紙１ 

基本設計方針の許可整合性、発電炉

との比較 
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十八条（搬送設備）（1 / 24） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
（搬送設備） 

第十八条 

使用済燃料等を搬送する設備

（人の安全に著しい支障を及

ぼすおそれがないものを除

く。）は、次に掲げるところ

によるものでなければならな

い。 

一 通常搬送する必要がある

使用済燃料等を搬送する能力

を有するものであること。① 

 

 

 

 

 

 

二 搬送中の使用済燃料が破

損するおそれがないこと。② 

第１章 共通項目 

9 設備に対する要求 

9.4 搬送設備 

使用済燃料等の放射性物質を搬送す

る設備（人の安全に著しい支障を及ぼ

すおそれがないものとして低レベル放

射性物質等を搬送する設備を除く。以

下，「搬送設備」という。）は，使用

済燃料等の放射性物質を搬送する能力

として必要な容量を有する設計とす

る。① 

搬送設備による再処理施設における

使用済燃料等の放射性物質の工程内及

び工程間の移動において，容器等を取

り扱うことを考慮し，放射性物質の閉

じ込めの措置等の適切な設計を行う。

④ 

搬送設備は，放射性物質を収納する

容器等の閉じ込め機能に影響を及ぼさ

ないよう，逸走防止，落下防止又は転

倒防止のための構造又は機構を設ける

設計とする。②-1，②-2 

四、再処理施設の位置，構造及び設備並

びに再処理の方法 

Ａ．再処理施設の位置，構造及び設備 

ロ．再処理施設の一般構造

四.A.ロ(3)使用済燃料等の閉じ込めに関

する構造 

安全機能を有する施設は，放射性物質

を系統若しくは機器に閉じ込める，又は

漏えいした場合においても，セル，グロ

ーブボックス及びこれらと同等の閉じ込

め機能を有する施設（以下「セル等」と

いう。）若しくは建屋内に保持し，放射

性物質を限定された区域に閉じ込める設

計とする。①,②,③,④ 

1.7.6 放射性物質の移動に関する設計 

再処理施設における放射性物質の工程

内及び工程間の移動は，配管【◇9 】，

容器等によるものとし，閉じ込め，臨界

防止，【◇10 】遮蔽【◇8 】のための措置

等適切な安全対策を講ずる設計とする。

④ 

(３) 固体状の放射性物質は，容器等

により移送する設計とする。【④】ただ

し，使用済燃料集合体は，使用済燃料輸

送容器から取り出した後は燃料貯蔵プー

ル内，セル内等において移送する設計と

する。【◇2 】また，ガラス固化体は，

固化セル移送台車等により建物内又は洞

道内を移送する設計とする。◇7

1.7.6.3 落下防止に関する設計 

放射性物質を収納する容器等を搬送す

る機器は，容器等が落下し難い構造とす

る【②-1】とともに，駆動源喪失時にお

けるつり荷の保持【③】及び逸走防止等

を考慮した設計とする。②-2 

第２章 個別項目 

 

 

 

1. 燃料取扱設備

燃料体等の取扱設備は，燃料取替機，

原子炉建屋クレーン，チャンネル着脱機

及び使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレー

ンで構成し，燃料取替機，原子炉建屋ク

レーン及びチャンネル着脱機は，新燃料

を原子炉建屋原子炉棟に搬入してから原

子炉建屋原子炉棟外へ搬出するまで，燃

料体等を安全に取り扱うことができる設

計とする。

使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン

は，使用済燃料乾式貯蔵建屋内において

使用済燃料乾式貯蔵容器を安全に取り扱

うことができる設計とする。 

原子炉建屋クレーンは，フック部の外れ

止めを有し，使用済燃料輸送容器等を取

り扱う主巻フックは，ストッパ方式のイ

コライザハンガを設けることにより，燃

料体等の重量物取扱中に落下を防止でき

る設計とする。

 

 

 

 

 

②-3 (P2 へ)

③ (P2 へ)

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

落下及び転倒を防止する

要求は同様であるが、再

処理施設は搬送設備が多

いためまとめて記載して

いる。 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

：発電炉との差異の理由 ：許可からの変更点等 

【凡例】 

②（P3）から

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

条文要求が異なる（取扱中に燃

料体等が破損しないという要求

がある）ことによる記載の相

違。 

【許可からの変更点】 

許可に記載されている落下防

止等の対策に係る具体方針に

ついては仕様表で記載してい

るため，基本設計方針ではま

とめて記載した。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉は第２章個別項目の

ため，各個別装置単位で設

計を記載しているが，再処

理施設は第１章共通項目の

ため，方針をまとめて記載

している。（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

搬送設備は、放射性物質の閉じ込め機

能喪失を防止することから、搬送設備

は、許可本文の閉じ込めに該当し、基

本設計方針に反映した。 

【「等」の解説】 

「使用済燃料等」については，使

用済燃料，ガラス固化体等がある

が，具体については仕様表で記載

するため，当該箇所では「等」で

記載している。 

【許可からの変更点】 

技術基準規則の要求を踏まえ，搬

送設備が使用済燃料等の放射性物

質を搬送する能力として必要な容

量を有する設計とすることを明確

にするため記載している。 

【許可からの変更点】添六

1.7.6.3 の落下防止に関する設計

の文及び添六 3.1.2 他各設備の落

下防止等に係る具体方針の文から

技術基準規則を踏まえ表現を見直

した。 

【「等」の解説】 

「容器等」については，使用

済燃料集合体，ガラス固化

体，ウラン酸化物貯蔵容器，

混合酸化物貯蔵容器等がある

が，具体については仕様表で

記載するため，当該箇所では

「等」で記載している。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉では燃料体等を安全に

取り扱うことができると記載

しているとこをを，技術基準

規則の記載を踏まえ，使用済

燃料等の放射性物質を搬送す

る能力として必要な容量を有

することと記載した。 

【「等」の解説】 

「放射性物質の閉じ込めの措

置等」については，設計の代

表として「等」で記載してい

る。 
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十八条（搬送設備）（2 / 24） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

（再掲） 

二 搬送中の使用済燃料が破

損するおそれがないこと。② 

三 使用済燃料等を搬送する

ための動力の供給が停止した

場合に、使用済燃料等を安全

に保持しているものであるこ

と。③ 

放射性物質を収納する容器等は，仮

に落下しても破損しない高さ以下で取

り扱う設計とする。②-3 

 

 

  

搬送設備は，放射性物質を収納する

容器等を搬送するための動力の供給が

停止した場合，放射性物質を収納する

容器等の落下及び脱落を防止する機構

により，搬送中の放射性物質を収納す

る容器等を安全に保持する設計とす

る。③ 

なお，搬送設備に係る個別設備の設

計方針については，第２章 個別項目

の「1. 使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設」，「2.1 せん断処理施

設」，「2.5 脱硝施設」，「3. 製品

貯蔵施設」及び「5.3 固体廃棄物の廃

棄施設」に示す。 

ハ．使用済燃料の受入施設及び貯蔵施設

の構造及び設備

(１) 構  造

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

は，使用済燃料の受入れ施設及び使用済

燃料の貯蔵施設で構成する。□1

(ⅰ) 設計基準対象の施設

(ａ) 使用済燃料の受入れ施設

 使用済燃料の受入れ施設は，キャスク

に収納され再処理施設に輸送された使用

済燃料集合体を受け入れる使用済燃料受

入れ設備２系列（一部１系列）で構成す

る。□1  

(ｂ) 使用済燃料の貯蔵施設 

 使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料

集合体を貯蔵し，せん断処理施設へ移送

する使用済燃料貯蔵設備１系列（一部２

系列）で構成する。□1  

3. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設

3.1 設計基準対象の施設

3.1.1 概  要

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

は，使用済燃料の受入れ施設及び使用済

燃料の貯蔵施設で構成する。◇2  

 使用済燃料の受入れ施設は，キャスク

の受入れ及びキャスクからの使用済燃料

集合体の取出しを行う使用済燃料受入れ

設備である。◇2  

 使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料

集合体を再処理するまでの期間の貯蔵及

びせん断処理施設への送出しを行う使用

済燃料貯蔵設備である。◇2  

3.1.2 設計方針 

(７) 落下防止

燃料取替機，原子炉建屋クレーン，チャ

ンネル着脱機及び使用済燃料乾式貯蔵建

屋天井クレーンは，動力電源喪失時に電

磁ブレーキによる保持機能により，燃料

体等の落下を防止できる設計とする。

新燃料は，原子炉建屋原子炉棟内に設

ける新燃料貯蔵庫から原子炉建屋クレー

ン及びチャンネル着脱機を介して使用済

燃料プールに移し，燃料取替機により発

電用原子炉に装荷できる設計とする。

また，燃料の取替えは，原子炉上部の

原子炉ウェルに水を張り，水中で燃料取

替機により行うことができる設計とす

る。 

使用済燃料は，遮蔽に必要な水深を確

保した状態で，燃料取替機により水中移

送し，原子炉建屋原子炉棟内の使用済燃

料プールの使用済燃料貯蔵ラックに貯蔵

できる設計とする。又は，使用済燃料プ

ールに 7年以上貯蔵した後，使用済燃料

乾式貯蔵設備に貯蔵できる設計とする。 

使用済燃料の発電所外への搬出には，

使用済燃料輸送容器を使用する。また，

使用済燃料乾式貯蔵容器に収納された使

用済燃料を発電所外へ搬出する場合に

③ 

(P1 から) 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書に基づき，取扱い高

さについて記載している。 

③（P4）から

【許可からの変更点】 

許可に記載されている取扱い高さに係

る具体方針については仕様表で記載し

ているため，基本設計方針では全体の

方針をまとめて記載した。 

【許可からの変更点】添六 1.7.6.3

の落下防止に関する設計の文及び添

六 3.1.2 他各設備の落下防止等に係

る具体方針の文から技術基準規則三

を踏まえ表現を見直した。 

【許可からの変更点】 

許可に記載されている落下防

止等の対策に係る具体方針に

ついては仕様表で記載してい

るため，基本設計方針ではま

とめて記載した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の搬送設備は第１章

共通項目であり，第 2章個別項

目で個別設備の設計方針を記載

しているため、個別項目の読み

込みを記載した。 
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十八条（搬送設備）（3 / 24） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

(２) 主要な設備及び機器の種類

(ⅰ) 設計基準対象の施設

(ａ) 使用済燃料受入れ設備□1  

使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備 

使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレー

ン            １ 台□1  

使用済燃料輸送容器移送台車 １ 式□1  

燃料取出し設備 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレー

ン ２ 台（１台／系列）□1

燃料取出し装置 ２ 台（１台／系列）

□1  

(ｂ) 使用済燃料貯蔵設備□1  

燃料取扱装置等は，駆動源喪失時にお

けるつり荷の保持及び逸走防止を行い，

移送物の落下，転倒等を防止する設計と

する。◇2  

3.1.3 主要設備の仕様 

(１) 使用済燃料受入れ設備

使用済燃料受入れ設備の主要設備の仕

様を第３－１表に示す。◇2  

第３－１表  使用済燃料受入れ設備の主

要設備の仕様◇2  

(１) 使用済燃料輸送容器受入れ・保管

設備＊

ｂ．使用済燃料輸送容器管理建屋天井ク

レーン

種 類 天井走行形 

台  数 １ 

 容  量 約 150t 

ｃ．使用済燃料輸送容器移送台車 

種  類   床面軌道走行形 

 台  数   １ 

 容  量   約 150t 

(２) 燃料取出し設備＊

ａ．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井ク

レーン

種 類 天井走行形 

台 数 ２（１台／系列×２系

列） 

 容  量 約 150t／台 

ｅ．燃料取出し装置 

種  類 床面走行橋形 

台 数 ２（１台／系列×２系

列） 

容 量 燃料集合体１体／台 

注）＊印の設備は，再処理設備本体の運

転開始に先立ち使用する。 

(２) 使用済燃料貯蔵設備

使用済燃料貯蔵設備の主要設備の仕様

を第３－２表に示す。◇2  

第３－２表 使用済燃料貯蔵設備の主要

設備の仕様◇2  

(１) 燃料貯蔵設備＊

ｃ．燃料取扱装置

種 類 床面走行橋形 

台 数 ３（ＢＷＲ燃料用１

台，ＰＷＲ燃料用１

台，ＢＷＲ燃料及びＰ

ＷＲ燃料用１台） 

容 量 燃料集合体１体／台 

(２) 燃料移送設備＊

は，使用済燃料プールへ使用済燃料乾式

貯蔵容器を運搬し，使用済燃料輸送容器

に使用済燃料の詰め替えを行った後，キ

ャスク除染ピットで使用済燃料輸送容器

の除染を行い発電所外へ搬出する。 

原子炉建屋クレーンは，フック部の外れ

止めを有し，使用済燃料輸送容器等を取

り扱う主巻フックは，ストッパ方式のイ

コライザハンガを設けることにより，燃

料体等の重量物取扱中に落下を防止でき

る設計とする。

また，想定される使用済燃料プール内へ

の落下物によって使用済燃料プール内の

燃料体等が破損しないことを計算により

確認する。 

なお，ワイヤロープ及びフックは，それ

ぞれクレーン構造規格，クレーン等安全

規則の規定を満たす安全率を有する設計

とする。 

燃料取替機の燃料把握機は，昇降を安全

かつ確実に行うため，定格荷重を保持で

き，必要な安全率を有するワイヤロープ

の二重化，フック部の外れ止めを有し，

グラップルには機械的インターロックを

設ける設計とする。 

チャンネル着脱機は，下限ストッパによ

る機械的インターロック及び燃料体等を

上部で保持する固定具により燃料体等の

使用済燃料プール床面への落下を防止で

きる設計とする。

使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン

は，定格荷重を保持でき，必要な安全率

を有するワイヤロープの二重化，フック

部の外れ止めを有する設計とする。ま

た，重量物を吊った状態において，使用

済燃料乾式貯蔵建屋に設置された他のキ

ャスクと接触しないよう，走行及び横行

範囲のインターロックを設ける設計とす

る。 

 

②（P1）へ

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電所外の運搬は発電所の所掌であるため、再処理

施設では規定しない。 
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十八条（搬送設備）（4 / 24） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
燃料移送水中台車 ２ 台□1  

燃料取扱装置 ３ 台□1  

バスケット取扱装置 １ 台□1  

バスケット搬送機 ２ 台（１台／

系列）□1  

ａ．燃料移送水中台車 

種  類 軌道走行形 

台 数 ２（１台／系列×２系

列） 

主要材料 ステンレス鋼

(３) 燃料送出し設備

ｄ．バスケット取扱装置

種  類 床面走行橋形 

 台  数   １ 

容  量 バスケット１基 

ｅ．バスケット搬送機 

種  類 軌道走行形 

台 数 ２（１台／系列×２系

列） 

容 量 バスケット１基／台 

＊印の設備は，再処理設備本体の運転開

始に先立ち使用する。 

3.1.4 系統構成及び主要設備 

3.1.4.1 使用済燃料受入れ設備 

(１) 系統構成

使用済燃料受入れ設備は，キャスクの受

入れ及びキャスクからの使用済燃料集合

体の取出しを行う設備であり，使用済燃

料輸送容器受入れ・保管設備，燃料取出

し準備設備，燃料取出し設備，使用済燃

料輸送容器返却準備設備及び使用済燃料

輸送容器保守設備で構成する。◇2
使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備

は，トレーラトラックで使用済燃料輸送

容器管理建屋に搬入したキャスクを使用

済燃料輸送容器管理建屋天井クレーンを

用いて使用済燃料輸送容器移送台車に積

み替え，遮蔽を考慮した使用済燃料収納

使用済燃料輸送容器保管庫に移送する。

ここで一時保管した後，使用済燃料輸送

容器移送台車により使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋に搬入する。◇2
燃料取出し準備設備は，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋に搬入したキャスクから緩

衝体を取り外し，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋天井クレーンにより燃料取出し準

備室にキャスクを移送する。ここで，キ

ャスク内部の浄化のため，キャスクの内

部水の入替えを行った後，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋天井クレーンを用いてキ

ャスクを移送し，燃料取出しピットの防

染バケットに収納する。キャスクからの

排水は，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設廃液処理系へ移送できる設計とす

る。◇2

燃料取替機は，燃料体等の取扱中に過荷

重となった場合に上昇を阻止するインタ

ーロックを設けるとともに荷重監視を行

うことにより，過荷重による燃料体等の

落下を防止できる設計とする。 

燃料取替機は，燃料体等の取扱中に過荷

重となった場合に上昇を阻止するインタ

ーロックを設けるとともに荷重監視を行

うことにより，過荷重による燃料体等の

落下を防止できる設計とする。 

燃料取替機は，地震時にも転倒すること

がないように走行レール頭部を抱き込む

構造をした脱線防止装置を設ける。 

原子炉建屋クレーンは，地震時にも転倒

することがないように走行方向及び横行

方向に対して，クレーン本体等の浮上り

量を考慮し，落下防止金具等を設けるこ

とで，クレーン本体等の車輪がレール上

から落下しない設計とする。 

また，原子炉建屋クレーンは，使用済燃

料輸送容器等の重量物を吊った状態で

は，使用済燃料貯蔵ラック上を走行でき

ないようにインターロックを設ける設計

とする。 

使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン

は，地震時にも転倒することがないよう

に走行レール頭部を抱き込む構造をした

脱線防止装置を設ける。 

燃料取替機の燃料把握機は，空気作動

式とし，燃料体等をつかんだ状態で圧縮

空気が喪失した場合にも，つかんだ状態

を保持し，燃料体等が外れない設計とす

る。 

燃料取替機，原子炉建屋クレーン，チ

ャンネル着脱機及び使用済燃料乾式貯蔵

建屋天井クレーンは，動力電源喪失時に

電磁ブレーキによる保持機能により，燃

料体等の落下を防止できる設計とする。 

③（P2）へ
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十八条（搬送設備）（5 / 24） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
燃料取出し設備は，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋天井クレ－ンを用いて防染バケ

ットに収納したキャスクを燃料取出しピ

ット水中につり降ろし，水中でキャスク

の蓋を取り外し，燃料取出し装置を用い

て使用済燃料集合体を一体ずつキャスク

から取り出す。このとき，燃料集合体番

号を確認する。取り出した使用済燃料集

合体は，燃料仮置きピットの燃焼度計測

前燃料仮置きラックに仮置きし，計測制

御系統施設の燃焼度計測装置を用いて平

均濃縮度を測定し，平均濃縮度が 3.5ｗ

ｔ％以下であることを確認した後，燃焼

度計測後燃料仮置きラックに仮置きす

る。その後，燃料取出し装置により，使

用済燃料集合体を燃料移送水中台車上の

バスケットに収納する。◇2  

(２) 主要設備

ａ．使用済燃料輸送容器管理建屋天井ク

レーン及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

天井クレーン

使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレ

ーン及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天

井クレーンは，それぞれ使用済燃料輸送

容器管理建屋及び使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋に設置し，キャスクの落下防止の

ため，つりワイヤの二重化，フックへの

脱落防止金具取付けを施し，逸走防止の

インターロックを設けるとともに，電源

喪失時にもつり荷を保持できるフェイル

セイフ機構を有する構造とする。

また，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天

井クレーンは，脱輪防止装置を設け，地

震時にも落下することのない構造とする

とともに，燃料貯蔵プール上及び燃料仮

置きピット上を通過しない配置とし，万

一のキャスクの落下の場合にも燃料貯蔵

プ－ルの機能を喪失しないようにする。

◇2  

ｂ．使用済燃料輸送容器移送台車 

使用済燃料輸送容器移送台車は，遠隔

自動運転とし，運転を安全，かつ，確実

に行うため逸走防止のインターロックを

設けるとともに，転倒し難い構造とす

る。◇2  

ｃ．燃料取出し装置 

燃料取出し装置は，つりワイヤを二重

化し，フックに脱落防止機構を施すとと

もに，電源喪失時又はつかみ具駆動用の

空気源喪失時にも使用済燃料集合体が落
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十八条（搬送設備）（6 / 24） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
下することのないフェイルセイフ機構を

有する構造とする。 

また，燃料取出し装置は，遠隔自動運

転とし，運転を安全，かつ，確実に行う

ため使用済燃料集合体のつり上げ高さを

６ｍ以下とし，使用済燃料集合体のつか

み不良時及び荷重異常時のつり上げ防

止，逸走防止のインターロックを設け

る。◇2  

3.1.4.2 使用済燃料貯蔵設備 

(１) 系統構成

使用済燃料貯蔵設備は，使用済燃料受

入れ設備から移送された使用済燃料集合

体をせん断処理施設に送り出すまでの間

貯蔵する設備であり，燃料移送設備，燃

料貯蔵設備，燃料送出し設備，プール水

浄化・冷却設備及び補給水設備で構成す

る。◇2  

燃料移送設備は，燃料移送水中台車を

用いて，バスケットに収納された使用済

燃料集合体又は燃料収納缶に収納された

使用済燃料集合体の燃料取出し設備，燃

料貯蔵設備間の移送及び燃料貯蔵設備，

燃料送出し設備間の移送を行う。◇2  

燃料貯蔵設備は，燃料取出し設備から

燃料移送水中台車で移送した使用済燃料

集合体を１体ずつ燃料取扱装置を用いて

バスケットから取り出し，平均濃縮度が

2.0ｗｔ％以下のものは，燃料貯蔵プー

ルの低残留濃縮度燃料貯蔵ラックに収納

し，貯蔵する。平均濃縮度が 2.0ｗｔ％

を超えるもの及び著しい漏えいのある破

損燃料は，燃料収納缶に収納した状態で

燃料移送水中台車を用いて燃料貯蔵設備

に移送し，燃料取扱装置の補助ホイスト

で取り扱い，燃料貯蔵プールの高残留濃

縮度燃料貯蔵ラックに収納し，貯蔵す

る。◇2
燃料送出し設備は，バスケットに収納さ

れ，燃料貯蔵設備から燃料送出しピット

に移送された使用済燃料集合体を，バス

ケット単位でバスケット取扱装置を用い

てバスケット仮置き架台に一時仮置きし

た後，バスケット搬送機に装荷し，せん

断処理施設に送り出す。◇2

(２) 主要設備

ｃ．燃料取扱装置

燃料取扱装置は，つりワイヤを二重化
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十八条（搬送設備）（7 / 24） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
し，フックに脱落防止機構を施すととも

に，電源喪失時及びつかみ具駆動用の空

気源喪失時にも使用済燃料集合体が落下

することのないフェイルセイフ機構を有

する構造とする。 

また，燃料取扱装置は遠隔自動運転と

し，運転を安全，かつ，確実に行うため

使用済燃料集合体のつり上げ高さを６ｍ

以下とし，燃料のつかみ不良又は荷重異

常時のつり上げ防止及び逸走防止のイン

ターロックを設ける。

ｄ．燃料移送水中台車

燃料移送水中台車は，遠隔自動運転と

し，運転を安全，かつ，確実に行うため

逸走防止のインターロックを設けるとと

もに，転倒し難い構造とする。 

ｅ．バスケット取扱装置 

バスケット取扱装置は，つり上げ機構

を二重化し，フックに脱落防止機構を施

すとともに，電源喪失時又はつかみ具駆

動用の空気源喪失時にもバスケットが落

下することのないフェイルセイフ機構を

有する設計とする。 

また，バスケット取扱装置は，遠隔自

動運転とし，運転を安全，かつ，確実に

行うためバスケットのつり上げ高さを

0.35ｍ以下とし，バスケット落下防止の

インターロックを設ける。

ｆ．バスケット搬送機

バスケット搬送機は，つり上げ機構を

二重化し，電源喪失時にもバスケットが

下降しない構造とする。 

また，バスケット搬送機は，遠隔自動

運転とし，運転を安全，かつ，確実に行

うため転倒防止及び逸走防止のインター

ロックを設ける。◇2

3.1.6 評 価 

(７) 落下防止

燃料取扱装置等の移送機器は，つりワ

イヤの二重化，駆動源喪失時におけるつ

り荷の保持機構，逸走防止等のインター

ロックを設けているので，移送物の落

下，転倒等を防止することができる。

また，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天

井クレーンは，燃料貯蔵プール上を通過

しない配置としているので，貯蔵燃料へ

の重量物の落下を防止することができ

る。◇3  

4.2 せん断処理施設 
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ニ．再処理設備本体の構造及び設備

(１) せん断処理施設

(ⅰ) 構  造

せん断処理施設は，使用済燃料集合体

を使用済燃料の貯蔵施設の使用済燃料貯

蔵設備から受け入れて，せん断処理設備

へ供給する燃料供給設備２系列及び使用

済燃料集合体をせん断処理し，溶解施設

の溶解設備に移送するせん断処理設備２

系列で構成し，前処理建屋に収納する。

□2  

(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 

(ａ) 燃料供給設備□2  

燃料横転クレ－ン ２ 台（１台／

系列）□2  

4.2.1  概   要 

せん断処理施設は，燃料供給設備及び

せん断処理設備で構成する。 

燃料供給設備は，使用済燃料の貯蔵施

設の燃料送出し設備のバスケット搬送機

から使用済燃料集合体をせん断処理設備

へ供給する設備である。◇4  

4.2.2  設計方針 

(５) 落下防止

燃料横転クレーンは，電源喪失時にお

けるつり荷の保持及び逸走防止を行い，

使用済燃料集合体の落下を防止できる設

計とする。◇4  

4.2.3 主要設備の仕様 

(１) 燃料供給設備

燃料供給設備の主要設備の仕様を第

4.2－１表に示す。◇4  

第 4.2－１表 燃料供給設備の主要設備

の仕様◇4  

(１) 燃料横転クレーン

種  類  横転式

台  数 ２（１台／系列×２系

列） 

容 量 使用済燃料集合体１体／

台 

4.2.4 系統構成及び主要設備 

4.2.4.1 燃料供給設備 

(１) 系統構成

使用済燃料の貯蔵施設のバスケット搬

送機で燃料供給セルの直下へ搬送した使

用済燃料集合体を，燃料横転クレーンで

１体ずつバスケット搬送機のバスケット

から取り出し横転させ，水平にし，せん

断機へ供給する。◇4  

(２) 主要設備

ａ．燃料横転クレーン

燃料横転クレーンは，使用済燃料集合

体を１体ずつしかつり上げられない構造

とし，せん断機へ２体以上同時に供給し

ない設計とする。◇4  

燃料横転クレーンは，使用済燃料集合

体の過度のつり上げ防止，燃料のつかみ

不良又は荷重異常時のつり上げ防止，逸

走防止等のインターロックを設けるとと

もに，つり上げた後バスケット上部の燃

料供給セルのシャッタを閉じる設計とす

13
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(３) 固体廃棄物の廃棄施設

(ⅰ) 構  造

固体廃棄物の廃棄施設は，高レベル廃

液をガラス固化体に処理する高レベル廃

液ガラス固化設備２系列（一部１系

列），ガラス固化体を貯蔵するガラス固

化体貯蔵設備，低レベル濃縮廃液，廃棄

する有機溶媒（以下「廃溶媒」とい

う。），チャンネルボックス（以下「Ｃ

Ｂ」という。），バーナブルポイズン

（以下「ＢＰ」という。）及び雑固体を

処理する低レベル固体廃棄物処理設備及

び低レベル固体廃棄物を貯蔵する低レベ

ル固体廃棄物貯蔵設備で構成する。

高レベル廃液ガラス固化設備は，高レ

ベル廃液ガラス固化建屋に，ガラス固化

体貯蔵設備は，高レベル廃液ガラス固化

建屋及び第１ガラス固化体貯蔵建屋に，

低レベル固体廃棄物処理設備は，低レベ

ル廃棄物処理建屋及びチャンネルボック

ス・バーナブルポイズン処理建屋に，低

レベル固体廃棄物貯蔵設備は，チャンネ

ルボックス・バーナブルポイズン処理建

屋，ハル・エンドピース貯蔵建屋，第１

低レベル廃棄物貯蔵建屋，第２低レベル

廃棄物貯蔵建屋及び第４低レベル廃棄物

貯蔵建屋に収納する。

高レベル廃液ガラス固化建屋の主要構造

は，「ト．(１)(ⅰ) 構造」に示す。□3

る。また，使用済燃料集合体の取扱い中

に電源喪失が発生しても燃料つかみ具が

使用済燃料集合体を放さないフェイル 

セイフ構造とする。◇4

4.2.6 評 価 

(５) 落下防止

燃料横転クレ－ンは，電源喪失時にも

燃料つかみ具が使用済燃料集合体を放さ

ないフェイル セイフ構造とし，また逸

走防止のインターロックを設けることに

より，使用済燃料集合体の落下を防止で

きる。◇3  

7.4 固体廃棄物の廃棄施設 

7.4.1 概 要 

固体廃棄物の廃棄施設は，各施設及び

公益財団法人核物質管理センターが運営

する六ヶ所保障措置分析所（以下「各種

施設」という。）で発生する高レベル廃

液，低レベル濃縮廃液，廃溶媒，雑固体

等をそれぞれの性状に応じて固化，乾

燥，熱分解，焼却等の処置を施し容器に

詰めた後，又は貯槽に受け入れた後，保

管廃棄する施設であり，以下の設備で構

成する。また，ＭＯＸ燃料加工施設で発

生し容器に詰められた雑固体を保管廃棄

する。◇7  

高レベル廃液ガラス固化設備 

ガラス固化体貯蔵設備 

低レベル固体廃棄物処理設備 

低レベル固体廃棄物貯蔵設備 

なお，各種施設で発生する雑固体は，

発生するそれぞれの建屋で，必要な場合

には一時集積場所を設定した上で集積・

保管し，雑固体に応じた運搬容器に収納

した後，クレーン等により運搬車に載

せ，低レベル廃棄物処理建屋，第２低レ

ベル廃棄物貯蔵建屋，第４低レベル廃棄

物貯蔵建屋等に運搬し，クレーン等によ

り低レベル固体廃棄物処理設備又は低レ

ベル固体廃棄物貯蔵設備に受け入れる。

◇7  

また，雑固体のうち，各施設から発生

する廃活性炭は，水切りした後，それぞ

れの建屋で，必要な場合には一時集積場

所を設定した上で集積・保管し，ドラム

缶に収納した後，クレーン等により運搬

車に載せ，第２低レベル廃棄物貯蔵建

屋，第４低レベル廃棄物貯蔵建屋等に運

搬し，クレーン等により低レベル固体廃
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棄物貯蔵設備に受け入れる。◇7  

ＭＯＸ燃料加工施設で容器に詰められ

第２低レベル廃棄物貯蔵建屋に運搬され

た雑固体は，クレーン等により低レベル

廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯

蔵系に受け入れる。◇7  

7.4.2 高レベル廃液ガラス固化設備 

7.4.2.1 概 要 

高レベル廃液ガラス固化設備は，高レ

ベル濃縮廃液，アルカリ濃縮廃液，アル

カリ洗浄廃液及び不溶解残渣廃液をガラ

ス固化する設備である。◇7
高レベル廃液ガラス固化設備系統概要

図を第 7.4－１図に示す。◇7  

7.4.2.2 設計方針 

(６) 落下防止

ガラス固化体検査室天井クレーン等

は，ガラス固化体の落下を防止できる設

計とし，固化セル移送台車は，ガラス固

化体の転倒を防止できる設計とする。

◇7  

また，万一のガラス固化体の落下によ

っても，ガラス固化体容器に著しい損傷

を与えない設計とする。◇7  

7.4.2.4 系統構成及び主要設備 

(２) 主要設備

ｄ．固化セル移送台車

固化セル移送台車は，ガラス固化体が

転倒しない構造とするとともに，遠隔自

動運転とし，運転を安全かつ確実に行う

ため，逸走防止のインターロックを設け

る設計とする。 

ｆ．除染装置 

除染装置は，ガラス固化体を固化セル

からつり上げ，ガラス固化体の表面の除

染を行う装置である。除染装置のガラス

固化体のつり上げ機構は，ガラス固化体

の落下防止のため，つりワイヤを二重化

し，フックに脱落防止機構を施すととも

に，電源喪失時にもつり荷を保持できる

フェイルセイフ機構を有する構造とす

る。さらに，除染装置のガラス固化体の

つり上げ機構は，ガラス固化体のつり上

げ高さを９ｍ以内に制限できるインター

ロックを設け，万一のガラス固化体の落

下によってもガラス固化体容器に著しい

損傷を与えない設計とする。
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また，除染装置のガラス固化体のつり

上げ機構は，遠隔自動運転とし，運転を

安全かつ確実に行うため，逸走防止のイ

ンターロックを設ける。

ｇ．ガラス固化体検査室天井クレーン

ガラス固化体検査室天井クレーンは，

ガラス固化体の落下防止のため，つりワ

イヤを二重化し，フックに脱落防止機構

を施すとともに，電源喪失時にもつり荷

を保持できるフェイルセイフ機構を有す

る構造とする。

さらに，ガラス固化体検査室天井クレ

ーンは，収納管外でのガラス固化体のつ

り上げ高さを９ｍ以内に制限できるイン

ターロックを設け，万一のガラス固化体

の落下によってもガラス固化体容器に著

しい損傷を与えない設計とする。

また，ガラス固化体検査室天井クレー

ンは，遠隔自動運転とし，運転を安全か

つ確実に行うため，逸走防止のインター

ロックを設ける。◇7

7.4.3 ガラス固化体貯蔵設備 

7.4.3.1 概 要 

ガラス固化体貯蔵設備は，高レベル廃

液ガラス固化建屋及び第１ガラス固化体

貯蔵建屋に設置するガラス固化体貯蔵設

備で構成する。ガラス固化体貯蔵設備

は，高レベル廃液ガラス固化設備にて製

造したガラス固化体を受け入れ，保管廃

棄する設備である。◇7  

7.4.3.2 設計方針 

(３) 落下防止

ガラス固化体貯蔵設備のガラス固化体

受入れクレーン及び第１ガラス固化体貯

蔵建屋床面走行クレーンは，ガラス固化

体の落下を防止できる設計とし，トレン

チ移送台車はガラス固化体の転倒を防止

できる設計とする。◇7
また，万一のガラス固化体の落下によ

っても，ガラス固化体容器に著しい損傷

を与えない設計とする。◇7  

7.4.3.4 系統構成及び主要設備 

(２) 主要設備

ｂ．トレンチ移送台車

トレンチ移送台車に設置する遮蔽容器

は，その中にガラス固化体１本を収納で

きる構造とする。◇8  

トレンチ移送台車は，遮蔽容器内にガ
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 (ⅱ) 主要な設備及び機器の種類□3  

(ａ) 高レベル廃液ガラス固化設備 

固化セル移送台車 ２ 台（１台／系

列）□3  

ラス固化体の側面に沿うガイドを設けガ

ラス固化体が転倒しない構造とするとと

もに，遠隔自動運転とし，運転を安全，

かつ，確実に行うため，逸走防止のイン

ターロックを設ける。◇7

ｃ．ガラス固化体受入れクレーン 

ガラス固化体受入れクレーンは，ガラ

ス固化体の落下防止のため，つりワイヤ

を二重化し，フックに脱落防止機構を施

すとともに，電源喪失時にもつり荷を保

持できるフェイルセイフ機構を有する構

造とする。

さらに，ガラス固化体受入れクレーン

は，ガラス固化体のつり上げ高さを９ｍ

以内に制限できるインターロックを設

け，万一のガラス固化体の落下によって

もガラス固化体容器に著しい損傷を与え

ない設計とする。 

また，ガラス固化体受入れクレーン

は，遠隔自動運転とし，運転を安全，か

つ，確実に行うため，逸走防止のインタ

ーロックを設ける。◇7  

ｄ．第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行

クレーン

第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行ク

レーンに設置する遮蔽容器は，ガラス固

化体３本，収納管プラグ等を収納できる

構造とする。◇8
第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行ク

レーンは，ガラス固化体の落下防止のた

め，つりワイヤを二重化し，フックに脱

落防止機構を施すとともに，電源喪失時

にもつり荷を保持できるフェイルセイフ

機構を有する構造とする。さらに，第１

ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーン

は，収納管外でのガラス固化体のつり上

げ高さを９ｍ以内に制限できるインター

ロックを設け，万一のガラス固化体の落

下によってもガラス固化体容器に著しい

損傷を与えない設計とする。

また，第１ガラス固化体貯蔵建屋床面

走行クレーンは，遠隔自動運転とし，運

転を安全，かつ，確実に行うため，逸走

防止のインターロックを設ける。◇7  

高レベル廃液ガラス固化設備の主要設

備の仕様◇7  

(４) 固化セル移送台車

種 類 床面レール走行形

台 数 ２（１台／系列）
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ガラス固化体検査室天井クレーン １ 

台□3  

(ｂ) ガラス固化体貯蔵設備□3  

第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレ

ーン    １ 台□3  

種 類 遮蔽容器付床面走行形□3  

ニ．再処理設備本体の構造及び設備

(５) 脱硝施設

(ⅰ) 構 造 

脱硝施設は，ウラン脱硝設備２系列

（一部１系列）及びウラン・プルトニウ

ム混合脱硝設備２系列（一部１系列）で

構成し，ウラン脱硝設備はウラン脱硝建

屋に収納し，ウラン・プルトニウム混合

脱硝設備はウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋に収納する。□2

ウラン脱硝設備は，精製施設のウラン

精製設備から受け入れた硝酸ウラニル溶

液を加熱して脱硝し，ウラン酸化物（以

下「ＵＯ３」という。）としてウラン酸

化物貯蔵容器に収納し，製品貯蔵施設の

ウラン酸化物貯蔵設備に搬送する設備で

ある。□2

(６) 除染装置

種 類 水洗浄及びブラシ除染方式

天井走行形（ガラス固化体のつり上げ

機構） 

台 数 ２ 

(７) ガラス固化体検査室天井クレーン

種 類 天井走行形

台 数 １

容 量約２ｔ

ガラス固化体貯蔵設備の主要設備の仕

様 

(２) トレンチ移送台車

種 類 遮蔽容器付床面レール走行形

台 数 １

(３) ガラス固化体受入れクレーン

種 類 天井走行形

台 数 １

容 量約１ｔ

(４) 第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走

行クレーン

種 類 遮蔽容器付床面走行形 

台 数 １ 

容 量約４ｔ 

4.6  脱硝施設 

4.6.1 概 要 

脱硝施設は，ウラン脱硝設備及びウラ

ン・プルトニウム混合脱硝設備で構成す

る。◇4
ウラン脱硝設備は，精製施設のウラン

精製設備のウラン濃縮液第２中間貯槽か

ら硝酸ウラニル溶液を受け入れ,脱硝塔

で脱硝処理してＵＯ３とした後,ＵＯ３

を製品貯蔵施設へ搬送する設備である。

◇4  

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備

は，精製施設のウラン精製設備のウラン

濃縮液第３中間貯槽から硝酸ウラニル溶

液，及びプルトニウム精製設備のプルト

ニウム濃縮液中間貯槽から硝酸プルトニ

ウム溶液を受け入れ，混合し，脱硝装置

等で脱硝処理等を行ってＭＯＸとした

後，ＭＯＸを製品貯蔵施設へ搬送する設

備である。◇4

4.6.2  ウラン脱硝設備

4.6.2.1 概  要

このＵＯ３粉末は,ウラン酸化物貯蔵
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容器に充てん，封入し，製品貯蔵施設の

ウラン酸化物貯蔵設備に搬送する。◇4
4.6.2.2  設計方針

(２) 落下防止

ウラン脱硝設備の充てん台車等の搬送

機器は，電源喪失時におけるつり荷の保

持，又は逸走防止を行い，移送物の落下

及び転倒を防止できる設計とする。◇4  

4.6.2.3  主要設備の仕様 

ウラン脱硝設備の主要設備の仕様を第

4.6－１表に示す。◇4  

第 4.6－１表 ウラン脱硝設備の主要設

備の仕様◇4  

ｈ．充てん台車 

種 類 床面軌道走行形 

台 数 ２（１台／系列×２系列） 

容 量 ウラン酸化物貯蔵容器１本

／台 

ｉ．貯蔵容器クレーン 

種 類 天井走行形 

 台  数  １ 

容 量 ウラン酸化物貯蔵容器１本

◇4  

4.6.2.4 系統構成及び主要設備◇4  

(１) 系統構成

ウラン酸化物貯蔵容器は，充てん台車を

用いて搬送した後，貯蔵容器クレーンを

用いて製品貯蔵施設のウラン酸化物貯蔵

設備の貯蔵容器搬送台車に移載する。

◇4
(２) 主要設備

ｂ．充てん台車

充てん台車は，ウラン酸化物貯蔵容器

１基を軌道上において取り扱い，ウラン

酸化物貯蔵容器が転倒し難い構造とする

とともに，取扱い時の搬送を安全かつ確

実に行うため，逸走防止のインターロッ

クを設ける設計とする。◇4

ｃ．貯蔵容器クレーン 

貯蔵容器クレーンは，つりワイヤの二

重化を施すとともに，電源喪失時にもつ

り荷を保持できるフェイルセイフ機構を

有する設計とする。 

また，運転を安全かつ確実に行うた

め，ウラン酸化物貯蔵容器のつり上げ高

さを５ｍ以下とし (（１７）)，つかみ

不良時のつり上げ防止及び逸走防止のイ

ンターロックを設ける設計とする。◇4
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ウラン・プルトニウム混合脱硝設備

は，精製施設のウラン精製設備及びプル

トニウム精製設備からそれぞれ硝酸ウラ

ニル溶液及び硝酸プルトニウム溶液を受

け入れ，混合した後加熱して脱硝し，ウ

ラン・プルトニウム混合酸化物（ＵＯ

２・ＰｕＯ２，以下「ＭＯＸ」とい

う。）として混合酸化物貯蔵容器に収納

し，製品貯蔵施設のウラン・プルトニウ

ム混合酸化物貯蔵設備に搬送する設備で

ある。□2

4.6.2.6 評 価 

(２) 落下防止

充てん台車等の搬送機器は，つりワイ

ヤの二重化，電源喪失時におけるつり荷

の保持機構及び逸走防止のインターロッ

クを設ける設計とするので，移送物の落

下及び転倒を防止できる。◇3

4.6.3  ウラン・プルトニウム混合脱硝

設備 

4.6.3.1 概 要 

このＭＯＸ粉末は，粉末缶に充てんし

た後，混合酸化物貯蔵容器に収納，封入

し，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵設備へ搬送する。◇4  

4.6.3.2  設計方針 

(２) 落下防止

搬送台車等の搬送機器は，電源喪失時

におけるつり荷の保持又は逸走防止を行

い，移送物の落下及び転倒を防止できる

設計とする。◇4  

4.6.3.3  主要設備の仕様 

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の

主要設備の仕様を第 4.6－３表に示す。

◇4  

第 4.6－３表 ウラン・プルトニウム混

合脱硝設備の主要設備の仕様◇4  

(４) 粉 体 系

ｄ．保管容器移動装置 

種 類 機械搬送方式 

基 数 ２（１基／系列×２系

列） 

容 量 保管容器１本／基 

ｅ．保管昇降機 

種 類 軌道走行形 

基 数 ２（１基／系列×２系

列） 

容 量 保管容器１本／基 

ｊ．充てん台車 

種 類 床面軌道走行形 

 台  数  ２ 

容 量 混合酸化物貯蔵容器１本／

台 

ｋ．搬送台車 

種 類 軌道走行形 

 台  数  １ 

容 量 混合酸化物貯蔵容器１本 
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ホ．製品貯蔵施設の構造及び設備

(１) 構    造

製品貯蔵施設は，脱硝施設のウラン脱

4.6.3.4 系統構成及び主要設備 

(１) 系統構成

ｄ．粉体系

焙焼・還元系から受け入れたＭＯＸ粉

末は，保管容器を充てん定位置に設置し

ていることを確認した後，粉砕機で粉砕

しながら保管容器に充てんする。◇4  

充てん後，保管容器は，保管容器移動

装置及び保管昇降機で搬送し，ＭＯＸ粉

末を空気輸送により混合機へ移送する

か，又は，保管ピットに一時保管する。

混合機では，保管容器 大４本分のＭＯ

Ｘ粉末を混合処理する。◇4  

混合酸化物貯蔵容器は，充てん台車を

用いて搬送し，搬送台車を用いてウラ

ン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の

貯蔵容器台車に移載する。◇4
(２) 主要設備

ｇ．充てん台車

充てん台車は，混合酸化物貯蔵容器１

基を軌道上において取り扱い，混合酸化

物貯蔵容器が転倒し難い構造とするとと

もに，取り扱い時の搬送を安全かつ確実

に行うため，逸走防止のインターロック

を設ける設計とする。◇4  

ｈ．搬送台車 

搬送台車は，混合酸化物貯蔵容器１基

を軌道上においてつり上げて取り扱い，

混合酸化物貯蔵容器の落下を防止するた

め，つりチェインの二重化を施すととも

に，電源喪失時にもつり荷を保持するフ

ェイルセイフ機構を有する設計とする。 

また，運転を安全かつ確実に行うた

め，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不良時

のつり上げ防止及び逸走防止のインター

ロックを設ける設計とする。◇4

4.6.3.6 評 価 

(２) 落下防止

搬送台車等の搬送機器は，混合酸化物

貯蔵容器取扱い時の落下及び転倒し難い

構造とするとともに，つりチェインの二

重化，電源喪失時におけるつり荷の保持

機構及び逸走防止のインターロックを設

ける設計とするので，移送物の落下及び

転倒を防止できる。◇3  

5. 製品貯蔵施設

5.1 概  要

製品貯蔵施設は，ウラン酸化物貯蔵設
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硝設備で処理したＵＯ３を受け入れ貯蔵

するウラン酸化物貯蔵設備及び脱硝施設

のウラン・プルトニウム混合脱硝設備で

処理したＭＯＸを受け入れ，貯蔵するウ

ラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備

で構成し，ウラン酸化物貯蔵設備は，ウ

ラン酸化物貯蔵建屋に収納し，ウラン・

プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，ウ

ラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

に収納する。□1

(２) 主要な設備及び機器の種類

(ⅰ) ウラン酸化物貯蔵設備

貯蔵容器搬送台車 １ 台□1  

備及びウラン・プルトニウム混合酸化物

貯蔵設備で構成する。 

ウラン酸化物貯蔵設備は，脱硝施設の

ウラン脱硝設備で生成したＵＯ３粉末の

製品を貯蔵する設備である。

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備は，脱硝施設のウラン・プルトニウ

ム混合脱硝設備で生成したＭＯＸ粉末の

製品を貯蔵する設備である。◇2

5.2  ウラン酸化物貯蔵設備

5.2.1 概  要

ウラン酸化物貯蔵設備は，脱硝施設の

ウラン脱硝設備で生成した製品であるＵ

Ｏ３粉末を充てんしたウラン酸化物貯蔵

容器を受け入れ，貯蔵し，払い出す設備

である。◇2

5.2.2 設計方針 

(２) 落下防止

貯蔵室クレーン等の搬送機器は，電源

喪失時におけるつり荷の保持，又は逸走

防止を行い，移送物の落下及び転倒を防

止できる設計とする。◇2  

5.2.3 主要設備の仕様 

ウラン酸化物貯蔵設備の主要設備の仕

様を第 5.2－１表に示す。◇2  

第 5.2－１表 ウラン酸化物貯蔵設備の

主要設備の仕様◇2  

(４) 貯蔵容器搬送台車

種  類 床面軌道走行式 

 台  数 １ 

容 量 ウラン酸化物貯蔵容器１

本

(５) 昇降リフト

種  類 油圧駆動方式 

基  数  １ 

容 量 貯蔵容器搬送台車１台又は

バスケット搬送台車１

台 

(６) 移載クレーン

種  類 天井走行形 

台  数  １ 

容 量 ウラン酸化物貯蔵容器１本

(７) バスケット搬送台車

種  類 床面軌道走行形（親子台

車） 

台  数  １ 

容 量 貯蔵バスケット１基 
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(８) 貯蔵室クレーン

種  類 床上走行橋形 

台  数  ２ 

容 量 貯蔵バスケット１基／台 

5.2.4 系統構成及び主要設備 

(１) 系統構成

ウラン酸化物貯蔵設備は, 脱硝施設の

ウラン脱硝設備からＵＯ３粉末を封入し

たウラン酸化物貯蔵容器を受け入れ，貯

蔵容器搬送台車及び昇降リフトで搬送

し，移載クレーンで貯蔵バスケットに収

納後，バスケット搬送台車及び昇降リフ

トで搬送し，貯蔵室クレーンで貯蔵室に

貯蔵する。◇2
ＵＯ３粉末を封入したウラン酸化物貯蔵

容器を他施設へ払い出す場合は，貯蔵室

クレーン，バスケット搬送台車及び昇降

リフトを用いてトラックヤードから払い

出す。◇2
(２) 主要設備

ａ．貯蔵容器搬送台車

貯蔵容器搬送台車は，ウラン酸化物貯

蔵容器１本を軌道上において取り扱い，

ウラン酸化物貯蔵容器が転倒及び落下し

難い構造とするとともに，取り扱い時の

搬送を安全かつ確実に行うため，逸走防

止のインターロックを設ける設計とす

る。◇2
ｂ．昇降リフト

昇降リフトは，貯蔵容器搬送台車１台

又はバスケット搬送台車１台を載せたま

ま，ウラン酸化物貯蔵建屋内を昇降する

設備であり，コンクリート軀体内を昇降

する油圧駆動方式とし，電源喪失時にも

荷を保持するフェイルセイフ機構を有す

る設計とするとともに，運転を安全かつ

確実に行うため，逸走防止のインターロ

ックを設ける設計とする。◇2  

ｃ．移載クレーン 

移載クレーンは，ウラン酸化物貯蔵容

器１本をつり上げて取り扱い，ウラン酸

化物貯蔵容器の取り扱い時の落下を防止

するため，つりワイヤの二重化を施すと

ともに，電源喪失時にもつり荷を保持す

るフェイルセイフ機構を有する設計とす

る。 

また，運転を安全かつ確実に行うた

め，ウラン酸化物貯蔵容器のつり上げ高

さを５ｍ以下とし，つかみ不良時のつり

上げ防止及び逸走防止のインターロック
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を設ける設計とする。◇2  

ｄ．バスケット搬送台車 

バスケット搬送台車は，貯蔵バスケッ

ト１基を軌道上において取り扱い，貯蔵

バスケットが転倒及び落下し難い構造と

するとともに，取り扱い時の搬送を安全

かつ確実に行うため，逸走防止のインタ

ーロックを設ける設計とする。◇2
ｅ．貯蔵室クレーン

貯蔵室クレーンは，貯蔵バスケット１

基を取り扱い，貯蔵バスケット取り扱い

時の落下を防止するため，つりワイヤの

二重化を施すとともに，電源喪失時にも

つり荷を保持するフェイルセイフ機構を

有する設計とする。◇2  

また，運転を安全かつ確実に行うた

め，貯蔵バスケットのつり上げ高さを６

ｍ以下と(（２）)し，つかみ不良時のつ

り上げ防止及び逸走防止のインターロッ

クを設ける設計とする。◇2

5.2.6 評 価 

(２) 落下防止

貯蔵室クレーン等の搬送機器は，つり

ワイヤの二重化，電源喪失時におけるつ

り荷の保持機構，及び逸走防止のインタ

ーロックを設ける設計とするので，移送

物の落下及び転倒を防止できる。◇3

5.3 ウラン・プルトニウム混合酸化物

貯蔵設備 

5.3.1 概  要 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備は，ウラン・プルトニウム混合脱硝

設備からＭＯＸ粉末充てん済みの粉末缶

を収納した混合酸化物貯蔵容器を受入

れ，貯蔵し，払い出す設備である。◇2  

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設

備のうち，粉末缶及び混合酸化物貯蔵容

器は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用すると

ともに，ＭＯＸ燃料加工施設の洞道搬送

台車は再処理施設と共用する。◇2
また，ＭＯＸ燃料加工施設から洞道搬送

台車でＭＯＸ粉末取出し後の粉末缶を収

納した混合酸化物貯蔵容器を受け入れ，

貯蔵ホールで一時保管した後，再使用す

る。◇2

5.3.2 設計方針 

(２) 落下防止

昇降機等の搬送機器は，電源喪失時に
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

ホ．製品貯蔵施設の構造及び設備

(１) 構    造 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

建屋は，地下４階において貯蔵容器搬送

用洞道と接続し，ＭＯＸ粉末充てん済み

の粉末缶を収納した混合酸化物貯蔵容器

をＭＯＸ燃料加工施設の洞道搬送台車を

用いて搬送し，ＭＯＸ燃料加工施設へ払

い出す。このため，粉末缶及び混合酸化

物貯蔵容器をＭＯＸ燃料加工施設と共用

するとともに，ＭＯＸ燃料加工施設の洞

道搬送台車を再処理施設と共用する。□1  

(２) 主要な設備及び機器の種類

(ⅱ)ウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵設備

貯蔵台車 ４ 台□1  

おけるつり荷の保持又は逸走防止を行

い，移送物の落下及び転倒を防止できる

設計とする。◇2  

5.3.3 主要設備の仕様 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備の主要設備の仕様を第 5.3－１表に

示す。また，共用するＭＯＸ燃料加工施

設の主要設備の仕様を第 5.3－２表に示

す。◇2  

第 5.3－１表 ウラン・プルトニウム混

合酸化物貯蔵設備の主要設備の仕様◇2  

(４) 昇降機

種  類 軌道走行形 

台  数  ２ 

容 量 混合酸化物貯蔵容器１本／

台 

(５) 貯蔵台車

種  類 床面走行橋形 

台  数  ４ 

容 量 混合酸化物貯蔵容器１本／

台 

(６) 貯蔵容器台車

種  類 床面軌道走行形（親子台

車） 

 台  数  ２ 

容 量 混合酸化物貯蔵容器１本／

台 

(７) 移載機

種  類 軌道走行形 

台  数  ４ 

容 量 混合酸化物貯蔵容器１本／

台 

(８) 払出台車

種  類 床面軌道走行形 

台  数  １ 

容 量 混合酸化物貯蔵容器１本／

台 

第 5.3－２表 ＭＯＸ燃料加工施設の主

要設備の仕様 

（再処理施設と共用） 

(１) 洞道搬送台車

種  類 床面軌道走行形 

台  数  １ 

容 量 混合酸化物貯蔵容器１本

／台◇5  

5.3.4 系統構成及び主要設備 

(１) 系統構成搬

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備は，脱硝施設のウラン・プルトニウ
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
ム混合脱硝設備からＭＯＸ粉末充てん済

みの粉末缶を封入した混合酸化物貯蔵容

器を受け入れ，貯蔵容器台車，昇降機等

により搬送し，貯蔵台車で貯蔵ホールに

貯蔵する。混合酸化物貯蔵容器を他施設

へ払い出す場合は，貯蔵台車で貯蔵ホー

ルから取り出し，貯蔵容器台車，昇降

機，移載機，払出台車，洞道搬送台車等

を用いてローディングドック又は台車移

動室から払い出す。また，ＭＯＸ燃料加

工施設から洞道搬送台車でＭＯＸ粉末取

り出し後の粉末缶を収納した混合酸化物

貯蔵容器を受け入れる。◇2
(２) 主要設備

ｂ．貯蔵容器台車

貯蔵容器台車は，混合酸化物貯蔵容器

１本を軌道上において取り扱い，混合酸

化物貯蔵容器が転倒し難い構造とすると

ともに，取り扱い時の搬送を安全かつ確

実に行うため，逸走防止のインターロッ

ク及び衝突防止のインターロックを設け

る設計とする。◇2
また，衝突防止のインターロックに必

要となるＭＯＸ燃料加工施設の洞道搬送

台車からの信号は，再処理施設とＭＯＸ

燃料加工施設間で共用する。◇5  

ｃ．昇降機   

昇降機は，混合酸化物貯蔵容器１本を

軌道上においてつり上げて取り扱い，混

合酸化物貯蔵容器の落下を防止するた

め，つりチェインの二重化を施すととも

に，電源喪失時にもつり荷を保持するフ

ェイルセイフ機構を有する設計とする。

また，運転を安全かつ確実に行うため，

混合酸化物貯蔵容器のつかみ不良時のつ

り上げ防止及び逸走防止のインターロッ

クを設ける設計とする。

ｄ．貯蔵台車

貯蔵台車は，混合酸化物貯蔵容器１本

を軌道上においてつり上げて取り扱い，

混合酸化物貯蔵容器の取扱い時の落下を

防止するため，つりチェインの二重化を

施すとともに，電源喪失時にもつり荷を

保持するフェイルセイフ機構を有する設

計とする。また，運転を安全かつ確実に

行うため，混合酸化物貯蔵容器のつかみ

不良時のつり上げ防止及び逸走防止のイ

ンターロックを設ける設計とする。

ｅ．移載機

移載機は，混合酸化物貯蔵容器１本を

軌道上においてつり上げて取り扱い，混
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
合酸化物貯蔵容器の落下を防止するた

め，つりチェインの二重化を施すととも

に，電源喪失時にもつり荷を保持するフ

ェイルセイフ機構を有する設計とする。 

また，運転を安全かつ確実に行うた

め，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不良時

のつり上げ防止及び逸走防止のインター

ロックを設ける設計とする。

ｆ．払出台車

払出台車は，混合酸化物貯蔵容器１本

を軌道上において取り扱い，混合酸化物

貯蔵容器が転倒し難い構造とするととも

に，取り扱い時の搬送を安全かつ確実に

行うため，逸走防止のインターロックを

設ける設計とする。◇2  

ｇ．洞道搬送台車 

ＭＯＸ燃料加工施設の洞道搬送台車

は，混合酸化物貯蔵容器１本を軌道上に

おいて取り扱い，混合酸化物貯蔵容器が

転倒し難い構造とするとともに，取り扱

い時の搬送を安全かつ確実に行うため，

衝突防止のインターロックを設ける設計

とする。◇5  

また，洞道搬送台車及び衝突防止のイ

ンターロックに必要となる貯蔵容器台車

からの信号は，再処理施設とＭＯＸ燃料

加工施設間で共用する。◇5

5.3.6 評 価 

(２) 落下防止

昇降機，貯蔵台車等の搬送機器は，つ

りチェインの二重化，電源喪失時におけ

るつり荷の保持機構及び逸走防止のイン

ターロックを設ける設計とするので，移

送物の落下及び転倒を防止できる。◇3
なお，本節の記述に関しては，以下の

混合酸化物貯蔵容器の落下試験がある。 

ａ．建屋内での想定される落下事象 

混合酸化物貯蔵容器を取り扱うウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋内及びウ

ラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

内での搬送において想定されるつり上げ

高さを第 5.3－２図に示す。これから，

直接，建屋床面への落下が想定される昇

降位置での建屋床面からの 大つり上げ

高さは４ｍ以下であることから，落下高

さ 4.0ｍの任意姿勢での落下事象を想定

した。◇6
なお，建屋床面からのつり上げ高さが

約４ｍを超える昇降位置には，緩衝体を

備えたシャッタが設けられている。◇6  

27



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十八条（搬送設備）（23 / 24） 

 

 

 技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
したがって，直接，建屋床面への落下

は想定されないが，混合酸化物貯蔵容器

の落下事象に対する裕度を確認する観点

から，つり上げた時のシャッタまでの

大つり上げ高さが 9.8ｍとなる昇降位置

での緩衝体を備えたシャッタ上への落下

事象を想定するとともに，万一，シャッ

タが開の状態を想定し， 大つり上げ高

さが 12.2ｍでの建屋床面への落下事象

についても考慮することとした。◇6  

ｂ．落下試験 

 実際に使用する混合酸化物貯蔵容器及

び粉末缶と同一仕様の容器を製作した。 

粉末缶には，12ｋｇ・(Ｕ＋Ｐｕ)に相

当する模擬粉末（酸化鉄粉及び鉛粒）を

充てんし，混合酸化物貯蔵容器内には当

該粉末缶を３缶（36ｋｇ・(Ｕ＋Ｐｕ)相

当）収納した。◇6  

混合酸化物貯蔵容器の想定される建屋

床面への落下高さを考慮して 4.0ｍから

の垂直，水平，コーナー姿勢での落下試

験を行うこととした。◇6  

混合酸化物貯蔵容器を所定の条件（姿

勢，高さ）でつり上げた後切離し，鋼板

（厚さ 32ｍｍ）敷鉄筋コンクリート造

の落下試験台（厚さ 1.38ｍ）上へ落下

させた。◇6  

また，高揚程の落下事象に対しては，

緩衝体を備えたシャッタ上への想定され

る落下高さを考慮して 10ｍから混合酸

化物貯蔵容器を緩衝体上へ落下させた。

さらに， 大つり上げ高さを考慮して

13ｍからの垂直姿勢で混合酸化物貯蔵容

器を落下試験台上へ落下させた。◇6  

ｃ．試験結果 

 試験結果を第 5.3－４表に示す。 

いずれの落下姿勢においても混合酸化

物貯蔵容器には，き裂や開口は発生しな

かった。◇6  

落下試験直後に，本体フランジ部と外

ふた部及び溶接部に対して，ヘリウムリ

ーク試験を実施した結果，本体フランジ

部と外ふた部では，落下影響の大きな

13ｍからの落下試験の結果でも 10－６Ｐ

ａ・ｍ３／ｓ程度の密封性を維持してい

ることが確認できた。また，溶接部につ

いてはいずれの落下試験姿勢においても

漏えいは検出されなかった。◇6  

混合酸化物貯蔵容器内部の粉末缶につい

ては，き裂，破損及びふた部のゆるみも

なく，粉末缶内部の模擬粉末の漏えいも
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認められなかった。◇6  

第 5.3－４表 試験結果のまとめ◇6  
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

別紙１② 

第十八条（搬送設備） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

① 
使用済燃料等の搬送能力 

（容量） 
技術基準の要求を受けている内容 

１項１号 

（ 1 0 条 1 項 ） 
－ a,b 

②-1
使用済燃料等の落下の防止 

（落下防止及び逸走防止等） 
技術基準の要求を受けている内容 

１項２号 

（ 1 0 条 1 項 ） 
－ b 

②-2
使用済燃料等の落下の防止 

（インターロック）
技術基準の要求を受けている内容 

１項２号 

（ 1 0 条 1 項 ） 
－ b 

②-3
使用済燃料等の落下の防止 

（扱い高さ制限） 

技術基準の要求を受けている内容

及び許可事項の展開 

１項２号 

（ 1 0 条 1 項 ） 
－ b 

③ 
動力喪失時における使用済燃

料等の保持 
技術基準の要求を受けている内容 

１項３号 

（ 1 0 条 1 項 ） 
－ b 

④ 
放射性物質の移動に対する考

慮 
許可事項の展開 － － － 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  
使用済燃料の受入施設及び貯

蔵施設に関する設計 

使用済燃料の受入施設及び貯蔵施設に関する設計は,第

19 条「使用済燃料の貯蔵施設等」の基本設計方針で記載

する。 

c 

□2  
安全機能を有する施設に関す

る設計 

安全機能を有する施設に関する設計は,第 16 条「安全機

能を有する施設」の基本設計方針で記載する。 
－ 

□3  
固体廃棄物の廃棄施設に関す

る設計 

固体廃棄物の廃棄施設に関する設計は,第 25 条「保管廃

棄施設」の基本設計方針で記載する。 
－ 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  冒頭宣言 冒頭宣言のため記載しない。 － 

◇2  
他条文で展開する事項（第 19

条） 

第 19 条「使用済燃料の貯蔵施設等」の基本設計方針にて

説明するため，記載しない。 
c 

◇3  設計方針に対する評価記載 設計方針に対する評価の記載であり記載しない。 － 

◇4  
他条文で展開する事項（第 16

条） 

第 16 条「安全機能を有する施設」の基本設計方針にて説

明するため，記載しない。 
－ 

◇5  
再処理施設しゅん工後に申請

する設備に関する記載 

再処理施設しゅん工後に申請する設備及び当該設備の設

計方針に関する記載のため，記載しない。 
－ 

◇6  落下試験に関する記載 
落下試験に関する記載であり，設計方針に関係しない記

載であるため，記載しない。 
－ 

◇7  
他条文で展開する事項（第 25

条） 

第 25 条「保管廃棄施設」の基本設計方針にて説明するた

め，記載しない。 
－ 

◇8  
他条文で展開する事項（第 27

条） 

第 27 条「遮蔽」の基本設計方針にて説明するため，記載

しない。 
－ 

◇9  他条文で展開する事項（第 10 第 10 条「閉じ込めの機能」の基本設計方針にて説明する － 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

2 

別紙１② 

条） ため，記載しない。 

◇10  
他条文で展開する事項（第４

条） 

第４条「核燃料物質の臨界防止」の基本設計方針にて説

明するため，記載しない。 
－ 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a 仕様表（設計条件及び仕様） 

b Ⅵ-1-1-10 搬送設備に関する説明書 

c Ⅰ 核燃料物質の臨界防止に関する説明書 
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令和５年１月５日 Ｒ２ 

別紙２ 

基本設計方針を踏まえた添付書類の 

記載及び申請回次の展開 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十八条 搬送設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備
燃料取出し設備
燃料移送設備
燃料貯蔵設備
燃料送出し設備
燃料供給設備

ウラン脱硝設備ウラン脱硝系
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備粉体系
ウラン酸化物貯蔵設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝酸化物貯蔵設備

高レベル廃液ガラス固化設備
ガラス固化体貯蔵設備

上記設備のうち，搬送機能を有する機器

2
搬送設備による再処理施設における使用済燃料等の放射性物質の工程内及
び工程間の移動において，容器等を取り扱うことを考慮し，放射性物質の
閉じ込めの措置等の適切な設計を行う。

冒頭宣言 － － － － － － －

使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備
燃料取出し設備
燃料移送設備
燃料貯蔵設備
燃料送出し設備
燃料供給設備

ウラン脱硝設備ウラン脱硝系
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備粉体系
ウラン酸化物貯蔵設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝酸化物貯蔵設備

高レベル廃液ガラス固化設備
ガラス固化体貯蔵設備

上記設備のうち，落下防止機能及び逸走防止機能
等を有する機器

燃料取出し設備
燃料貯蔵設備
燃料送出し設備
ウラン脱硝設備ウラン脱硝系
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備粉体系
ウラン酸化物貯蔵設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝酸化物貯蔵設備

高レベル廃液ガラス固化設備
ガラス固化体貯蔵設備

上記設備のうち，取り扱い高さ制限を有する機器

使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備
燃料取出し設備
燃料貯蔵設備
燃料送出し設備
燃料供給設備

ウラン脱硝設備ウラン脱硝系
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備粉体系
ウラン酸化物貯蔵設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝酸化物貯蔵設備

高レベル廃液ガラス固化設備
ガラス固化体貯蔵設備

上記設備のうち，動力喪失時における放射性物質
を収納する容器等の保持機能を有する機器

－ － － － －

－ － －

－ － － － －
基本方針
設計方針

基本方針
設計方針

機能要求①
放射性物質を収納する容器等は，仮に落下しても破損しない高さ以下で取
り扱う設計とする。

4

5

搬送設備は，放射性物質を収納する容器等を搬送するための動力の供給が
停止した場合，放射性物質を収納する容器等の落下及び脱落を防止する機
構により，搬送中の放射性物質を収納する容器等を安全に保持する設計と
する。

機能要求①

基本方針
設計方針（容量）

基本方針
設計方針

1

使用済燃料等の放射性物質を搬送する設備（人の安全に著しい支障を及ぼ
すおそれがないものとして低レベル放射性物質等を搬送する設備を除く。
以下，「搬送設備」という。）は，使用済燃料等の放射性物質を搬送する
能力として必要な容量を有する設計とする。

機能要求②
機能要求①

3
搬送設備は，放射性物質を収納する容器等の閉じ込め機能に影響を及ぼさ
ないよう，逸走防止，落下防止又は転倒防止のための構造又は機構を設け
る設計とする。

機能要求①

展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備

Ⅵ-1-1-10
搬送設備に関する説明書

既設工認「添付書類Ⅵ　設計及び工事の方法の技
術基準への適合に関する説明書」のうち「第十二
条　搬送設備」より変更なし

【使用済燃料等の落下防止対策】
搬送設備の逸走防止，落下防止及び搬送中の動力
供給停止について説明する。

【搬送設備の容量】
搬送設備の搬送物重量の容量について説明する。

【搬送設備のつり上げ高さ】
搬送設備の高さ制限について説明する。

第１回

－ － － － －

－ －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十八条 搬送設備）

別紙２

使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備
燃料取出し設備
燃料移送設備
燃料貯蔵設備
燃料送出し設備
燃料供給設備

ウラン脱硝設備ウラン脱硝系
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備粉体系
ウラン酸化物貯蔵設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝酸化物貯蔵設備

高レベル廃液ガラス固化設備
ガラス固化体貯蔵設備

上記設備のうち，搬送機能を有する機器

2
搬送設備による再処理施設における使用済燃料等の放射性物質の工程内及
び工程間の移動において，容器等を取り扱うことを考慮し，放射性物質の
閉じ込めの措置等の適切な設計を行う。

冒頭宣言 － －

使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備
燃料取出し設備
燃料移送設備
燃料貯蔵設備
燃料送出し設備
燃料供給設備

ウラン脱硝設備ウラン脱硝系
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備粉体系
ウラン酸化物貯蔵設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝酸化物貯蔵設備

高レベル廃液ガラス固化設備
ガラス固化体貯蔵設備

上記設備のうち，落下防止機能及び逸走防止機能
等を有する機器

燃料取出し設備
燃料貯蔵設備
燃料送出し設備
ウラン脱硝設備ウラン脱硝系
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備粉体系
ウラン酸化物貯蔵設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝酸化物貯蔵設備

高レベル廃液ガラス固化設備
ガラス固化体貯蔵設備

上記設備のうち，取り扱い高さ制限を有する機器

使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備
燃料取出し設備
燃料貯蔵設備
燃料送出し設備
燃料供給設備

ウラン脱硝設備ウラン脱硝系
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備粉体系
ウラン酸化物貯蔵設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝酸化物貯蔵設備

高レベル廃液ガラス固化設備
ガラス固化体貯蔵設備

上記設備のうち，動力喪失時における放射性物質
を収納する容器等の保持機能を有する機器

基本方針
設計方針

基本方針
設計方針

機能要求①
放射性物質を収納する容器等は，仮に落下しても破損しない高さ以下で取
り扱う設計とする。

4

5

搬送設備は，放射性物質を収納する容器等を搬送するための動力の供給が
停止した場合，放射性物質を収納する容器等の落下及び脱落を防止する機
構により，搬送中の放射性物質を収納する容器等を安全に保持する設計と
する。

機能要求①

基本方針
設計方針（容量）

基本方針
設計方針

1

使用済燃料等の放射性物質を搬送する設備（人の安全に著しい支障を及ぼ
すおそれがないものとして低レベル放射性物質等を搬送する設備を除く。
以下，「搬送設備」という。）は，使用済燃料等の放射性物質を搬送する
能力として必要な容量を有する設計とする。

機能要求②
機能要求①

3
搬送設備は，放射性物質を収納する容器等の閉じ込め機能に影響を及ぼさ
ないよう，逸走防止，落下防止又は転倒防止のための構造又は機構を設け
る設計とする。

機能要求①

展開事項
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

○ － － － － －

－

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

－

△ 基本方針 基本方針 － －

△ 基本方針 基本方針 － －

＜搬送設備＞
・容量

△ 基本方針 基本方針 － － －

△ 基本方針 基本方針 － －

Ⅵ-1-1-10
搬送設備に関する説明書

既設工認「添付書類Ⅵ　設計及び工事の方法の技
術基準への適合に関する説明書」のうち「第十二
条　搬送設備」より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

第２回
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令和５年１月５日 Ｒ０

別紙３

基本設計方針の添付書類への展開
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基本設計方針の添付書類への展開
（第十八条 搬送設備）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項

1
使用済燃料等の放射性物質を搬送する設備（人の安全に著しい支障を及ぼすおそれがないものとして低レベル放射性物質等を搬送する設備
を除く。以下，「搬送設備」という。）は，使用済燃料等の放射性物質を搬送する能力として必要な容量を有する設計とする。

機能要求②
機能要求①

使用済燃料輸送容器受入
れ・保管設備
燃料取出し設備
燃料移送設備
燃料貯蔵設備
燃料送出し設備
燃料供給設備

基本方針
設計方針（容量）

Ⅵ-1-1-10
搬送設備に関す
る説明書

Ⅵ-1-1-10
搬送設備に関する説明書

【使用済燃料等の落下防止対策】
搬送設備の逸走防止，落下防止及び搬送中の動力供給停止について説明する。

【搬送設備の容量】
搬送設備の搬送物重量の容量について説明する。

【搬送設備のつり上げ高さ】
搬送設備の高さ制限について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

2
搬送設備による再処理施設における使用済燃料等の放射性物質の工程内及び工程間の移動において，容器等を取り扱うことを考慮し，放射
性物質の閉じ込めの措置等の適切な設計を行う。

冒頭宣言 － － － － － －

3 搬送設備は，放射性物質を収納する容器等の閉じ込め機能に影響を及ぼさないよう，逸走防止，落下防止又は転倒防止のための構造又は機
構を設ける設計とする。

機能要求①

使用済燃料輸送容器受入
れ・保管設備
燃料取出し設備
燃料移送設備
燃料貯蔵設備
燃料送出し設備
燃料供給設備

基本方針
設計方針

Ⅵ-1-1-10
搬送設備に関する説明書

※補足すべき事項の対象なし

4 放射性物質を収納する容器等は，仮に落下しても破損しない高さ以下で取り扱う設計とする。 機能要求①

燃料取出し設備
燃料貯蔵設備
燃料送出し設備
ウラン脱硝設備ウラン脱硝
系
ウラン・プルトニウム混合
脱硝設備粉体系
ウラン酸化物貯蔵設備
ウラン・プルトニウム混合
脱硝酸化物貯蔵設備

基本方針
設計方針

Ⅵ-1-1-10
搬送設備に関する説明書

※補足すべき事項の対象なし

5 搬送設備は，放射性物質を収納する容器等を搬送するための動力の供給が停止した場合，放射性物質を収納する容器等の落下及び脱落を防
止する機構により，搬送中の放射性物質を収納する容器等を安全に保持する設計とする。

機能要求①

使用済燃料輸送容器受入
れ・保管設備
燃料取出し設備
燃料貯蔵設備
燃料送出し設備
燃料供給設備

基本方針
設計方針

Ⅵ-1-1-10
搬送設備に関する説明書

※補足すべき事項の対象なし

展開先（小項目）

【使用済燃料等の落下防止対策】
搬送設備の逸走防止，落下防止及び搬送中の動力供給停止について説明する。

【搬送設備の容量】
搬送設備の搬送物重量の容量について説明する。

【搬送設備のつり上げ高さ】
搬送設備の高さ制限について説明する。

Ⅵ-1-1-10
搬送設備に関す
る説明書
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基本設計方針の添付書類への展開
（第十八条 搬送設備）

別紙３②

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

1 概要 搬送設備に関する説明書の概要について記載する。 － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 搬送設備に関する説明書の概要について記載する。

2
基本方針 搬送設備の基本設計方針について説明する。（基本設計方針転記）

－

対象となる設備がないため、記載事項なし。

△ 搬送設備の基本設計方針について説明する。（基本設計方針転記）

3 施設の詳細設計方針 搬送設備の取扱う放射性物質と容量について説明する。 － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 搬送設備の取扱う放射性物質と容量について説明する。

3.1 使用済燃料の受入れ施設及び保管施設 - － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ -

3.1.1 使用済燃料の受入れ施設 - － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ -

(1)
使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレーン及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーン（既認可
読み込み）

使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレーン及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーンに関する
設計について説明する。（既認可読み込み） －

対象となる設備がないため、記載事項なし。
△

使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレーン及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーンに関する
設計について説明する。（既認可読み込み）

(2)
使用済燃料輸送容器移送台車（既認可読み込み） 使用済燃料輸送容器移送台車に関する設計について説明する。（既認可読み込み）

－
対象となる設備がないため、記載事項なし。

△ 使用済燃料輸送容器移送台車に関する設計について説明する。（既認可読み込み）

(3)
燃料取出し装置（既認可読み込み） 燃料取出し装置に関する設計について説明する。（既認可読み込み）

－
対象となる設備がないため、記載事項なし。

△ 燃料取出し装置に関する設計について説明する。（既認可読み込み）

3.1.2 使用済燃料貯蔵設備 - － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ -

(1) 燃料取扱装置（既認可読み込み） 燃料取扱装置に関する設計について説明する。（既認可読み込み） － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 燃料取扱装置に関する設計について説明する。（既認可読み込み）

(2) 燃料移送水中台車（既認可読み込み） 燃料移送水中台車に関する設計について説明する。（既認可読み込み） － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 燃料移送水中台車に関する設計について説明する。（既認可読み込み）

(3) バスケット取扱装置（既認可読み込み） バスケット取扱装置に関する設計について説明する。（既認可読み込み） － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ バスケット取扱装置に関する設計について説明する。（既認可読み込み）

(4) バスケット搬送機（既認可読み込み） バスケット搬送機に関する設計について説明する。（既認可読み込み） － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ バスケット搬送機に関する設計について説明する。（既認可読み込み）

3.2
再処理施設本体 - － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ -

3.2.1
せん断処理施設 - － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ -

(1) 燃料供給設備 - － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ -

a. 燃料横転クレーン（既認可読み込み） 燃料横転クレーンに関する設計について説明する。（既認可読み込み） － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 燃料横転クレーンに関する設計について説明する。（既認可読み込み）

3.2.2
脱硝施設 - － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ -

(1) ウラン脱硝設備 - － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ -

a. 充てん台車（既認可読み込み） 充てん台車に関する設計について説明する。（既認可読み込み） － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 充てん台車に関する設計について説明する。（既認可読み込み）

b. 貯蔵容器クレーン（既認可読み込み） 貯蔵容器クレーンに関する設計について説明する。（既認可読み込み） － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 貯蔵容器クレーンに関する設計について説明する。（既認可読み込み）

(2) ウラン・プルトニウム混合脱硝設備 - － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ -

a. 保管容器移動装置（既認可（本文）読み込み） 保管容器移動装置に関する設計について説明する。（既認可（本文）読み込み） － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 保管容器移動装置に関する設計について説明する。（既認可（本文）読み込み）

b. 保管昇降機（既認可（本文）読み込み） 保管昇降機に関する設計について説明する。（既認可（本文）読み込み） － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 保管昇降機に関する設計について説明する。（既認可（本文）読み込み）

c. 粉末缶払出装置（既認可（本文）読み込み） 粉末缶払出装置に関する設計について説明する。（既認可（本文）読み込み） － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 粉末缶払出装置に関する設計について説明する。（既認可（本文）読み込み）

d. 充てん台車（既認可読み込み） 充てん台車に関する設計について説明する。（既認可読み込み） － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 充てん台車に関する設計について説明する。（既認可読み込み）

e. 搬送台車（既認可読み込み） 搬送台車に関する設計について説明する。（既認可読み込み） － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 搬送台車に関する設計について説明する。（既認可読み込み）

3.3
製品貯蔵施設 - － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ -

3.3.1
ウラン酸化物貯蔵設備 - － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ -

(1) 貯蔵容器搬送台車（既認可読み込み） 貯蔵容器搬送台車に関する設計について説明する。（既認可読み込み） － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 貯蔵容器搬送台車に関する設計について説明する。（既認可読み込み）

(2) 昇降リフト（既認可読み込み） 昇降リフトに関する設計について説明する。（既認可読み込み） － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 昇降リフトに関する設計について説明する。（既認可読み込み）

(3) 移載クレーン（既認可読み込み） 移載クレーンに関する設計について説明する。（既認可読み込み） － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 移載クレーンに関する設計について説明する。（既認可読み込み）

(4) バスケット搬送台車（既認可読み込み） バスケット搬送台車に関する設計について説明する。（既認可読み込み） － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ バスケット搬送台車に関する設計について説明する。（既認可読み込み）

(5) 貯蔵室クレーン（既認可読み込み） 貯蔵室クレーンに関する設計について説明する。（既認可読み込み） － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 貯蔵室クレーンに関する設計について説明する。（既認可読み込み）

3.3.2
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備 - － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ -

(1) 貯蔵容器台車（既認可読み込み） 貯蔵容器台車に関する設計について説明する。（既認可読み込み） － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 貯蔵容器台車に関する設計について説明する。（既認可読み込み）

(2) 昇降機（既認可読み込み） 昇降機に関する設計について説明する。（既認可読み込み） － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 昇降機に関する設計について説明する。（既認可読み込み）

(3) 貯蔵台車（既認可読み込み） 貯蔵台車に関する設計について説明する。（既認可読み込み） － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 貯蔵台車に関する設計について説明する。（既認可読み込み）

(4) 移載機（既認可読み込み） 移載機に関する設計について説明する。（既認可読み込み） － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 移載機に関する設計について説明する。（既認可読み込み）

(5) 払出台車（既認可読み込み） 払出台車に関する設計について説明する。（既認可読み込み） － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 払出台車に関する設計について説明する。（既認可読み込み）

3.4
放射性廃棄物の廃棄施設 - － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ -

3.4.1
固体廃棄物の廃棄施設 - － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ -

(1) 高レベル廃液ガラス固化設備 - － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ -

a. 固化セル移送台車（既認可読み込み） 固化セル移送台車に関する設計について説明する。（既認可読み込み） － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 固化セル移送台車に関する設計について説明する。（既認可読み込み）

b. 除染台車（既認可読み込み） 除染台車に関する設計について説明する。（既認可読み込み） － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 除染台車に関する設計について説明する。（既認可読み込み）

c. ガラス固化体検査室天井クレーン（既認可読み込み） ガラス固化体検査室天井クレーンに関する設計について説明する。（既認可読み込み） － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ ガラス固化体検査室天井クレーンに関する設計について説明する。（既認可読み込み）

(2) ガラス固化体貯蔵設備 - － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ -

a. トレンチ移送台車（既認可読み込み） トレンチ移送台車に関する設計について説明する。（既認可読み込み） － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ トレンチ移送台車に関する設計について説明する。（既認可読み込み）

b. ガラス固化体受入れクレーン（既認可読み込み） ガラス固化体受入れクレーンに関する設計について説明する。（既認可読み込み） － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ ガラス固化体受入れクレーンに関する設計について説明する。（既認可読み込み）

c.
第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーン（既認可読み込み） 第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンに関する設計について説明する。（既認可読み込み）

－
対象となる設備がないため、記載事項なし。

△ 第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンに関する設計について説明する。（既認可読み込み）

3.5 まとめ 搬送設備における放射性物質を収納する容器等の逸走防止，落下防止，転倒防止及び動力供給停止
時の対策をまとめたものを第1表に示す。 －

対象となる設備がないため、記載事項なし。
△

搬送設備における放射性物質を収納する容器等の逸走防止，落下防止，転倒防止及び動力供給停止
時の対策をまとめたものを第1表に示す。

4

使用済燃料プール内への落下物による使用済燃料プールへの影響評価 燃料貯蔵プールからのプール水の漏えいを考慮し，万一燃料集合体等が燃料貯蔵プールに落下した
場合を想定し，燃料貯蔵プールライニングの健全性に関する影響評価を実施している。 －

対象となる設備がないため、記載事項なし。

△
燃料貯蔵プールからのプール水の漏えいを考慮し，万一燃料集合体等が燃料貯蔵プールに落下した
場合を想定し，燃料貯蔵プールライニングの健全性に関する影響評価を実施している。

凡例
・「申請回次」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

Ⅵ-1-1-10　搬送設備に関する説明書

再処理目次
再処理添付書類構成案 補足説明資料記載概要

申請回次
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別紙４ 

再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－１－10 搬送設備に関する説明書】(1/44) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－10 添付書類 Ⅴ－１－３－３ 

Ⅵ-1-1 各施設に共通の説明書 

Ⅵ-1-1-10 搬送設備に関する説明書 

1. 概要

2. 基本方針

 

 

 

3. 施設の詳細設計方針

3.1 使用済燃料の受入れ施設及び保管施設 

3.2 再処理施設本体 

3.3 製品貯蔵施設 

3.4 放射性廃棄物の廃棄施設 

3.5 まとめ 

Ⅴ-1-3 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設

の説明書 

Ⅴ-1-3-3 燃料体等又は重量物の落下による

使用済燃料槽内の燃料体等の破損

の防止及び使用済燃料貯槽の機能

喪失の防止に関する説明書 

1. 概 要

2．基本方針 

3．燃料取扱設備における集合体の落下防止

対策 

3.1 燃料取替機 

3.2 原子炉建屋クレーン 

3.3 使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン 

3.4 チャンネル着脱機 

3.5 まとめ 

発電炉と再処理施設と

の添付書類の構成の違

いによる相違であり，

新たな議論が生じるも

のではない。 

下線：
・プラントの違いによらない記載内容の差異
・章⽴ての違いによる記載位置の違いによる差異

⼆重下線：
・プラント固有の事項による記載内容の差異
・後次回の申請範囲に伴う差異

【凡例】 
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別紙４ 

再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－１－10 搬送設備に関する説明書】(2/44) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－10 添付書類 Ⅴ－１－３－３ 

4. 使用済燃料プール内への落下物による使

用済燃料プールへの影響評価

別紙 1 燃料集合体，燃料収納缶及びバスケッ

ト落下時のライニングの健全性に関する説明

書 

1. 概要

本資料は，「再処理施設の技術基準に関す

る規則」第十八条に適合する設計とするた

4．使用済燃料プール周辺設備等の重量物の

落下防止対策 

4.1 落下防止対策の基本的な考え方 

4.2 落下防止対策の検討 

4.3 落下防止対策の設計 

5. 使用済燃料プール内への落下物による使

用済燃料プール内の燃料体等への影響評

価

5.1 基本方針 

5.2 強度評価方法 

5.3 評価条件 

5.4 評価結果 

別紙1 燃料集合体落下時の使用済燃料プール

ライニングの健全性について

1. 概 要

本資料は，「実用発電用原子炉及びその附

属施設の技術基準に関する規則」（以下「技

使用済燃料プールに対

する使用済燃料プール

周辺設備等の重力物の

落下防止対策は，耐震

設計の内の波及的影響

を考慮した設備設計に

包絡されることから，

「Ⅳ-1-1-4 波及的影

響に係る基本方針」に

波及的影響に関する事

項として説明する。 
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別紙４ 

再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－１－10 搬送設備に関する説明書】(3/44) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－10 添付書類 Ⅴ－１－３－３ 

め，再処理施設における使用済燃料，使用済

燃料から分離された物又はこれらによって

汚染された物である使用済燃料集合体，ガラ

ス固化体，ウラン酸化物貯蔵容器及び混合酸

化物貯蔵容器等（人の安全に著しい支障を及

ぼすおそれがないものとして低レベル放射

性物質等を搬送する設備を除く。以下，「搬送

設備」という。）に必要な措置を説明するもの

である。 

あわせて，「実用発電用原子炉及びその附

属施設の技術基準に関する規則」第 26 条第

2 項第 4 号ニ及び「実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の技術基準に関する規則の解釈」

に基づき，使用済燃料保管施設の重量物が落

下しても使用済燃料プールの機能が損なわ

れないことを説明する。 

術基準規則」という。）第26 条第1 項第4 

号及び第7 号並びにそれらの「実用発電用原

子炉及びその附属施設の技術基準に関する規

則の解釈」（以下「解釈」という。）に基づ

き，燃料取扱いに使用するクレーン，装置等

の燃料取扱設備における，燃料集合体の落下

防止対策について説明するものである。 

あわせて，技術基準規則第 26 条第 2 項第 4 

号ニ及びその解釈に基づき，燃料取扱設備等

の重量物が落下しても使用済燃料プールの

機能が損なわれないことを説明する。 

「使用済燃料集合体，

ガラス固化体，ウラン

酸化物貯蔵容器，混合

酸化物貯蔵容器等」に

ついて，具体について

は仕様表で記載するた

め，当該箇所では「等」

で記載している。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－１－10 搬送設備に関する説明書】(4/44) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－10 添付書類 Ⅴ－１－３－３ 

9 設備に対する要求 

9.4 搬送設備 

使用済燃料等の放射性物質を搬送する設備

（人の安全に著しい支障を及ぼすおそれがな

いものとして低レベル放射性物質等を搬送す

る設備を除く。以下，「搬送設備」という。）

は，使用済燃料等の放射性物質を搬送する能

力として必要な容量を有する設計とする。 

 

搬送設備による再処理施設における使用済

燃料等の放射性物質の工程内及び工程間の移

動において，容器等を取り扱うことを考慮し，

放射性物質の閉じ込めの措置等の適切な設計

を行う。 

 

搬送設備は，放射性物質を収納する容器等

の閉じ込め機能に影響を及ぼさないよう，逸

走防止，落下防止又は転倒防止のための構造

又は機構を設ける設計とする。 

放射性物質を収納する容器等は，仮に落下

しても破損しない高さ以下で取り扱う設計と

する。 

搬送設備は，放射性物質を収納する容器等

を搬送するための動力の供給が停止した場

合，放射性物質を収納する容器等の落下及び

2. 基本方針 

 

搬送設備は，使用済燃料等の放射性物質を

搬送する能力として必要な容量を有する設計

とする。 

 

 

 

 

搬送設備による再処理施設における使用済

燃料等の放射性物質の工程内及び工程間の移

動において，容器等を取り扱うことを考慮し，

放射性物質の閉じ込めの措置等の適切な設計

を行う。 

 

搬送設備は，放射性物質を収納する容器等

の閉じ込め機能に影響を及ぼさないよう，逸

走防止，落下防止又は転倒防止のための構造

又は機構を設ける設計とする。 

放射性物質を収納する容器等は，仮に落下

しても破損しない高さ以下で取り扱う設計と

する。 

搬送設備は，放射性物質を収納する容器等

を搬送するための動力の供給が停止した場

合，放射性物質を収納する容器等の落下及び

2. 基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設固有の設計

上の考慮であり，新た

な論点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

「容器等」については，

使用済燃料集合体，ガ

ラス固化体，ウラン酸

化物貯蔵容器，混合酸

化物貯蔵容器等がある

が，具体については仕

様表で記載するため，

当該箇所では「等」で

記載している。 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設計上の
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再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－１－10 搬送設備に関する説明書】(5/44) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－10 添付書類 Ⅴ－１－３－３ 

脱落を防止する機構により，搬送中の放射性

物質を収納する容器等を安全に保持する設計

とする。 

脱落を防止する機構により，搬送中の放射性

物質を収納する容器等を安全に保持する設計

とする。 

燃料取扱設備は，通常運転時に使用する燃

料体又は使用済燃料（以下「燃料体等」とい

う。）の落下防止機能（ワイヤロープ二重

化，動力電源喪失時の自動ブレーキ機能等）

を有する設計とする。 

また，燃料体等の取扱中に想定される燃料

体等の落下時及び重量物の落下時において

も，使用済燃料プールの冷却機能，遮蔽機能

が損なわれないようにするため，燃料体等の

落下に対しては十分な厚さのステンレス鋼内

張りを施設して使用済燃料プール水の減少に

繋がる損傷を防止するとともに，クレーン等

の重量物の落下に対しては適切な落下防止対

策を施す設計とする。また，使用済燃料プー

ル内への重量物の落下によって燃料体等が破

損しないことを計算により確認する。 

考慮であり，新たな論

点が生じるものではな

い。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－１－10 搬送設備に関する説明書】(6/44) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－10 添付書類 Ⅴ－１－３－３ 

9.4 搬送設備 

使用済燃料等の放射性物質を搬送する設備

（人の安全に著しい支障を及ぼすおそれがな

いものとして低レベル放射性物質等を搬送す

る設備を除く。以下，「搬送設備」という。）

は，使用済燃料等の放射性物質を搬送する能

力として必要な容量を有する設計とする。 

3. 施設の詳細設計方針

搬送設備は，再処理施設において使用済燃料

等の放射性物質の取り扱いを行える設計とす

る。 

また，使用済燃料等の放射性物質を搬送する

能力である必要な容量として，実用負荷を上

回る定格荷重を有する設計とする。 

3. 燃料取扱設備における燃料集合体の落下

防止対策 

燃料取扱設備は，燃料取替機，原子炉建屋ク

レーン，使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレー

ン及びチャンネル着脱機で構成する。燃料取

替機，原子炉建屋クレーン及びチャンネル着

脱機は，新燃料を原子炉建屋原子炉棟内に搬

入してから原子炉に装荷するまで，及び使用

済燃料を原子炉から取り出し原子炉建屋原子

炉棟外へ移送するまでの取扱いを行える設計

とする。 

使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーンは，

使用済燃料乾式貯蔵建屋内において，使用済

燃料を収納した使用済燃料乾式貯蔵容器の取

扱いを行える設計とする。使用済燃料の使用

済燃料プールからの搬出には，使用済燃料輸

再処理施設固有の設計

上の考慮であり，新た

な論点が生じるもので

はない。 

発電炉固有の設計上の

考慮であり，新たな論

点が生じるものではな

い。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－１－10 搬送設備に関する説明書】(7/44) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－10 添付書類 Ⅴ－１－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

送容器又は使用済燃料乾式貯蔵容器（以下

「キャスク」という。）を使用する。搬出に

際しては，原子炉建屋原子炉棟内のキャスク

除染ピット等にてキャスクの除染を行う。 

また，燃料取扱設備のうち，原子炉建屋ク

レーンは，未臨界性を確保したキャスクに収

納して吊り上げる場合を除き，燃料体等を1 

体ずつ取り扱う構造とすることにより，臨界

を防止する設計とする。燃料取替機及びチャ

ンネル着脱機は，燃料体等を1 体ずつ取り扱

う構造とすることにより，臨界を防止する設

計とする。燃料取替機においては燃料体等の

原子炉から使用済燃料プールへの移送，使用

済燃料プールから原子炉への移送及びキャス

クへの収納時等に燃料体等を吊り上げた際

に，チャンネル着脱機においては燃料体等の

検査等を行う際に，水面に近づいた状態にあ

っても，燃料体等からの放射線の遮蔽に必要

な水深を確保できる設計とする。使用済燃料

乾式貯蔵建屋天井クレーンは，使用済燃料を

収納し未臨界性を確保したキャスクを取り扱

う設計とする。 

さらに，燃料取扱設備は，地震荷重等の適

切な組合せを考慮しても強度上耐えうる設計

とするとともに，ワイヤロープの二重化，フ
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再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－１－10 搬送設備に関する説明書】(8/44) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－10 添付書類 Ⅴ－１－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに，搬送設備は，その機能の健全性を

確認するため，定期的に試験および検査を行

う。 

 

各施設における搬送設備の概要を以下に示

す。 

 

 

 

ック部の外れ止め及び動力電源喪失時の保持

機能等を有することで，移動中の燃料体等の

落下を防止する設計とする。ワイヤロープ及

びフックは，それぞれクレーン構造規格，ク

レーン等安全規則の規定を満たす安全率を有

する設計とする。 

 

また，燃料取扱設備は，その機能の健全性

を確認するため，定期的に試験及び検査を行

う。 

 

燃料取扱いに使用する燃料取替機，原子炉建

屋クレーン，使用済燃料乾式貯蔵建屋天井ク

レーン及びチャンネル着脱機の概要を以下に

示す。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－１－10 搬送設備に関する説明書】(9/44) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－10 添付書類 Ⅴ－１－３－３ 

 3.1 使用済燃料の受入れ施設及び保管施設

3.1.1 使用済燃料の受入れ施設 

(1) 使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレー

ン及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレ

ーン 

使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレーン

及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレー

ンは，それぞれ使用済燃料輸送容器管理建屋

及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，

キャスクの落下防止のため，つりワイヤの二

重化，フックへの脱落防止金具取付けを施

し，逸走防止のインターロックを設けるとと

もに，電源喪失時にもつり荷を保持できるフ

ェイルセイフ機構を有する構造とする。 

また，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井ク

レーンは，脱輪防止装置を設け，地震時にも

落下することのない構造とするとともに，燃

料貯蔵プール上及び燃料仮置きピット上を通

過しない配置とし，万一のキャスクの落下の

場合にも燃料貯蔵プ－ルの機能を喪失しない

ようにする。 

(2) 使用済燃料輸送容器移送台車 

使用済燃料輸送容器移送台車は，遠隔自動

運転とし，運転を安全，かつ，確実に行うた

め逸走防止のインターロックを設けるととも

3.1 燃料取替機 

(省略) 

 

発電炉は発電炉固有の

設計上の考慮であり，

新たな論点が生じるも

のではないこと，再処

理施設は，既設工認で

認可を受けた範囲であ

ることから，発電炉の

記載を省略する。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－１－10 搬送設備に関する説明書】(10/44) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－10 添付書類 Ⅴ－１－３－３ 

に，転倒し難い構造とする。 

(3) 燃料取出し装置 

燃料取出し装置は，つりワイヤを二重化し，

フックに脱落防止機構を施すとともに，電源

喪失時又はつかみ具駆動用の空気源喪失時に

も使用済燃料集合体が落下することのないフ

ェイルセイフ機構を有する構造とする。 

また，燃料取出し装置は，遠隔自動運転と

し，運転を安全，かつ，確実に行うため使用

済燃料集合体のつり上げ高さを６ｍ以下と

し，使用済燃料集合体のつかみ不良時及び荷

重異常時のつり上げ防止，逸走防止のインタ

ーロックを設ける。 

 

使用済燃料の受入れ施設の搬送設備に関す

る設計については，搬送設備として認可を受

けたものから構造等に変更はないことから，

以下の認可を受けたもの及び届け出たものに

同じである。 

・平成５年12月27日付け５安（核規）第534

号にて認可を受けた設工認申請書の搬送設備

に係る本文仕様表，添付書類Ⅵ「設計及び工

事の方法の技術基準への適合に関する説明

書」のうち第十二条 搬送設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料の受入れ施

設の搬送設備に関する

設計を「参考１ 搬送

設備に関する説明書」

に示す。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－１－10 搬送設備に関する説明書】(11/44) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－10 添付書類 Ⅴ－１－３－３ 

3.1.2 使用済燃料貯蔵設備 

(1) 燃料取扱装置 

燃料取扱装置は，つりワイヤを二重化し，フ

ックに脱落防止機構を施すとともに，電源喪

失時及びつかみ具駆動用の空気源喪失時にも

使用済燃料集合体が落下することのないフェ

イルセイフ機構を有する構造とする。 

また，燃料取扱装置は遠隔自動運転とし，運

転を安全，かつ，確実に行うため使用済燃料

集合体のつり上げ高さを６ｍ以下とし，燃料

のつかみ不良又は荷重異常時のつり上げ防止

及び逸走防止のインターロックを設ける。 

(2) 燃料移送水中台車 

燃料移送水中台車は，遠隔自動運転とし，運

転を安全，かつ，確実に行うため逸走防止の

インターロックを設けるとともに，転倒し難

い構造とする。 

(3) バスケット取扱装置 

バスケット取扱装置は，つり上げ機構を二重

化し，フックに脱落防止機構を施すととも

に，電源喪失時又はつかみ具駆動用の空気源

喪失時にもバスケットが落下することのない

フェイルセイフ機構を有する設計とする。 

また，バスケット取扱装置は，遠隔自動運転

とし，運転を安全，かつ，確実に行うためバ
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再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－１－10 搬送設備に関する説明書】(12/44) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－10 添付書類 Ⅴ－１－３－３ 

スケットのつり上げ高さを0.35ｍ以下とし，

バスケット落下防止のインターロックを設け

る。 

(4) バスケット搬送機 

バスケット搬送機は，つり上げ機構を二重化

し，電源喪失時にもバスケットが下降しない

構造とする。 

また，バスケット搬送機は，遠隔自動運転

とし，運転を安全，かつ，確実に行うため転

倒防止及び逸走防止のインターロックを設け

る。 

使用済燃料貯蔵設備の搬送設備に関する設

計については，搬送設備として認可を受けた

ものから構造等に変更はないことから，以下

の認可を受けたもの及び届け出たものに同じ

である。 

・平成５年12月27日付け５安（核規）第534

号にて認可を受けた設工認申請書の搬送設備

に係る本文仕様表，添付書類Ⅵ「設計及び工

事の方法の技術基準への適合に関する説明

書」のうち第十二条 搬送設備 

・平成６年７月22日付け６安（核規）第220

号にて認可を受けた設工認申請書の搬送設備

に係る本文仕様表，添付書類Ⅵ「設計及び工

事の方法の技術基準への適合に関する説明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料貯蔵設備の

搬送設備に関する設計

を「参考１ 搬送設備

に関する説明書」及び

「参考２ 搬送設備に

関する説明書」に示す。 
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別紙４ 

再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－１－10 搬送設備に関する説明書】(13/44) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－10 添付書類 Ⅴ－１－３－３ 

書」のうち第十二条 搬送設備 

 

 

3.2 再処理施設本体 

3.2.1 せん断処理施設 

(1)燃料供給設備 

a.燃料横転クレーン 

燃料横転クレーンは，使用済燃料集合体の

過度のつり上げ防止，燃料のつかみ不良又は

荷重異常時のつり上げ防止，逸走防止等のイ

ンターロックを設けるとともに，つり上げた

後バスケット上部の燃料供給セルのシャッタ

を閉じる設計とする。 

また，使用済燃料集合体の取扱い中に電源喪

失が発生しても燃料つかみ具が使用済燃料集

合体を放さないフェイルセイフ構造とする。 

燃料供給設備の搬送設備に関する設計につ

いては，搬送設備として認可を受けたものか

ら構造等に変更はないことから，以下の認可

を受けたもの及び届け出たものに同じであ

る。 

 

・平成７年９月26日付け７安（核規）第710

号にて認可を受けた設工認申請書の搬送設備

に係る本文仕様表，添付書類Ⅵ「設計及び工

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料供給設備の搬送設

備に関する設計を「参

考３ 搬送設備に関す

る説明書」に示す。 
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別紙４ 

再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－１－10 搬送設備に関する説明書】(14/44) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－10 添付書類 Ⅴ－１－３－３ 

事の方法の技術基準への適合に関する説明

書」のうち第十二条 搬送設備 

 

 

3.2.2 脱硝施設 

(1) ウラン脱硝設備 

a. 充てん台車 

充てん台車は，ウラン酸化物貯蔵容器1基を

軌道上において取り扱い，ウラン酸化物貯蔵

容器が転倒し難い構造とするとともに，取扱

い時の搬送を安全かつ確実に行うため，逸走

防止のインターロックを設ける設計とする。 

b.貯蔵容器クレーン 

貯蔵容器クレーンは，つりワイヤの二重化を

施すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持

できるフェイルセイフ機構を有する設計とす

る。 

また，運転を安全かつ確実に行うため，ウラ

ン酸化物貯蔵容器のつり上げ高さを５ｍ以下

とし，つかみ不良時のつり上げ防止及び逸走

防止のインターロックを設ける設計とする。 

 

ウラン脱硝設備の搬送設備に関する設計に

ついては，搬送設備として認可を受けたもの

から構造等に変更はないことから，以下の認

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウラン脱硝設備の搬送

設備に関する設計を

「参考４ 搬送設備に
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別紙４ 

再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－１－10 搬送設備に関する説明書】(15/44) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－10 添付書類 Ⅴ－１－３－３ 

可を受けたもの及び届け出たものに同じであ

る。 

 

・平成11年１月29日付け10安（核規）第538

号にて認可を受けた設工認申請書の搬送設備

に係る本文仕様表，添付書類Ⅵ「設計及び工

事の方法の技術基準への適合に関する説明

書」のうち第十二条 搬送設備 

 

 

(2) ウラン・プルトニウム混合脱硝設備 

a. 保管容器移動装置 

保管容器移動装置は，保管容器1基を軌道

上において取り扱い，取り扱い時の搬送を安

全かつ確実に行うため，逸走防止のインター

ロックを設ける設計とする。 

b. 保管昇降機 

保管昇降機は，保管容器1基を軌道上にお

いてつり上げて取り扱い，保管容器の落下を

防止するため，つりベルトの二重化を施すと

ともに，電源喪失時にもつり荷を保持するフ

ェイルセイフ機構を有する設計とする。 

また，運転を安全かつ確実に行うため，保

管容器のつり上げ高さを10m以下とし，つか

み不良時のつり上げ防止及び逸走防止のイン

関する説明書」に示す。 
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別紙４ 

再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－１－10 搬送設備に関する説明書】(16/44) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－10 添付書類 Ⅴ－１－３－３ 

ターロックを設ける設計とする。保管昇降機

の昇降経路のうち，つり上げ高さが2.3mを超

える箇所には，緩衝体付シャッタを設ける設

計とする。 

c. 粉末缶払出装置 

粉末缶払出装置は，粉末缶1缶を軌道上に

おいてつり上げて取り扱い，粉末缶の落下を

防止するため，つりベルトの二重化を施すと

ともに，電源喪失時にもつり荷を保持するフ

ェイルセイフ機構を有する設計とする。 

また，運転を安全かつ確実に行うため，粉

末缶払出装置のつり上げ高さを3.5m以下と

し，つかみ不良時のつり上げ防止及び逸走防

止のインターロックを設ける設計とする。 

d. 充てん台車 

充てん台車は，混合酸化物貯蔵容器１基を軌

道上において取り扱い，混合酸化物貯蔵容器

が転倒し難い構造とするとともに，取り扱い

時の搬送を安全かつ確実に行うため，逸走防

止のインターロックを設ける設計とする。 

e. 搬送台車 

搬送台車は，混合酸化物貯蔵容器１基を

軌道上においてつり上げて取り扱い，混合酸

化物貯蔵容器の落下を防止するため，つりチ

ェインの二重化を施すとともに，電源喪失時
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別紙４ 

再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－１－10 搬送設備に関する説明書】(17/44) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－10 添付書類 Ⅴ－１－３－３ 

にもつり荷を保持するフェイルセイフ機構を

有する設計とする。 

また，運転を安全かつ確実に行うため，

混合酸化物貯蔵容器のつかみ不良時のつり上

げ防止及び逸走防止のインターロックを設け

る設計とする。 

 

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の搬送

設備に関する設計については，搬送設備とし

て認可を受けたものから構造等に変更はない

ことから，以下の認可を受けたもの及び届け

出たものに同じである。 

 

・平成11年７月５日付け11安（核規）第135

号にて認可を受けた設工認申請書の搬送設備

に係る本文仕様表，添付書類Ⅵ「設計及び工

事の方法の技術基準への適合に関する説明

書」のうち第十二条 搬送設備 

 

3.3 製品貯蔵施設 

3.3.1 ウラン酸化物貯蔵設備 

(1)貯蔵容器搬送台車 

貯蔵容器搬送台車は，ウラン酸化物貯蔵容器

１本を軌道上において取り扱い，ウラン酸化

物貯蔵容器が転倒及び落下し難い構造とする

 

 

 

 

 

 

 

ウラン・プルトニウム

混合脱硝設備の搬送設

備に関する設計を「参

考５ 搬送設備に関す

る説明書」に示す。 
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別紙４ 

再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－１－10 搬送設備に関する説明書】(18/44) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－10 添付書類 Ⅴ－１－３－３ 

とともに，取り扱い時の搬送を安全かつ確実

に行うため，逸走防止のインターロックを設

ける設計とする。 

(2)昇降リフト  

昇降リフトは，貯蔵容器搬送台車１台又はバ

スケット搬送台車１台を載せたまま，ウラン

酸化物貯蔵建屋内を昇降する設備であり，コ

ンクリート軀体内を昇降する油圧駆動方式と

し，電源喪失時にも荷を保持するフェイルセ

イフ機構を有する設計とするとともに，運転

を安全かつ確実に行うため，逸走防止のイン

ターロックを設ける設計とする。 

(3)移載クレーン 

移載クレーンは，ウラン酸化物貯蔵容器１本

をつり上げて取り扱い，ウラン酸化物貯蔵容

器の取り扱い時の落下を防止するため，つり

ワイヤの二重化を施すとともに，電源喪失時

にもつり荷を保持するフェイルセイフ機構を

有する設計とする。 

また，運転を安全かつ確実に行うため，ウラ

ン酸化物貯蔵容器のつり上げ高さを５ｍ以下

とし，つかみ不良時のつり上げ防止及び逸走

防止のインターロックを設ける設計とする。 

(4)バスケット搬送台車 

バスケット搬送台車は，貯蔵バスケット１基
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別紙４ 

再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－１－10 搬送設備に関する説明書】(19/44) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－10 添付書類 Ⅴ－１－３－３ 

を軌道上において取り扱い，貯蔵バスケット

が転倒及び落下し難い構造とするとともに，

取り扱い時の搬送を安全かつ確実に行うた

め，逸走防止のインターロックを設ける設計

とする。 

(5)貯蔵室クレーン 

貯蔵室クレーンは，貯蔵バスケット１基を取

り扱い，貯蔵バスケット取り扱い時の落下を

防止するため，つりワイヤの二重化を施すと

ともに，電源喪失時にもつり荷を保持するフ

ェイルセイフ機構を有する設計とする。 

また，運転を安全かつ確実に行うため，貯蔵

バスケットのつり上げ高さを６ｍ以下とし，

つかみ不良時のつり上げ防止及び逸走防止の

インターロックを設ける設計とする。 

 

ウラン酸化物貯蔵施設の搬送設備に関する

設計については，搬送設備として認可を受け

たものから構造等に変更はないことから，以

下の認可を受けたもの及び届け出たものに同

じである。 

 

・平成11年１月29日付け10安（核規）第538

号にて認可を受けた設工認申請書の搬送設備

に係る本文仕様表，添付書類Ⅵ「設計及び工

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウラン酸化物貯蔵施設

の搬送設備に関する設

計を「参考４ 搬送設

備に関する説明書」に

示す。 
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別紙４ 

再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－１－10 搬送設備に関する説明書】(20/44) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－10 添付書類 Ⅴ－１－３－３ 

事の方法の技術基準への適合に関する説明

書」のうち第十二条 搬送設備 

 

3.3.2. ウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵設備 

(1)貯蔵容器台車 

貯蔵容器台車は，混合酸化物貯蔵容器１本を

軌道上において取り扱い，混合酸化物貯蔵容

器が転倒し難い構造とするとともに，取り扱

い時の搬送を安全かつ確実に行うため，逸走

防止のインターロック及び衝突防止のインタ

ーロックを設ける設計とする。 

(2)昇降機 

昇降機は，混合酸化物貯蔵容器１本を軌道上

においてつり上げて取り扱い，混合酸化物貯

蔵容器の落下を防止するため，つりチェイン

の二重化を施すとともに，電源喪失時にもつ

り荷を保持するフェイルセイフ機構を有する

設計とする。また，運転を安全かつ確実に行

うため，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不良時

のつり上げ防止及び逸走防止のインターロッ

クを設ける設計とする。 

(3)貯蔵台車 

貯蔵台車は，混合酸化物貯蔵容器１本を軌道

上においてつり上げて取り扱い，混合酸化物
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別紙４ 

再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－１－10 搬送設備に関する説明書】(21/44) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－10 添付書類 Ⅴ－１－３－３ 

貯蔵容器の取扱い時の落下を防止するため，

つりチェインの二重化を施すとともに，電源

喪失時にもつり荷を保持するフェイルセイフ

機構を有する設計とする。また，運転を安全

かつ確実に行うため，混合酸化物貯蔵容器の

つかみ不良時のつり上げ防止及び逸走防止の

インターロックを設ける設計とする。 

(4)移載機 

移載機は，混合酸化物貯蔵容器１本を軌道上

においてつり上げて取り扱い，混合酸化物貯

蔵容器の落下を防止するため，つりチェイン

の二重化を施すとともに，電源喪失時にもつ

り荷を保持するフェイルセイフ機構を有する

設計とする。また，運転を安全かつ確実に行

うため，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不良時

のつり上げ防止及び逸走防止のインターロッ

クを設ける設計とする。 

(5)払出台車 

払出台車は，混合酸化物貯蔵容器１本を軌

道上において取り扱い，混合酸化物貯蔵容器

が転倒し難い構造とするとともに，取り扱い

時の搬送を安全かつ確実に行うため，逸走防

止のインターロックを設ける設計とする。 

 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウラン・プルトニウム
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別紙４ 

再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－１－10 搬送設備に関する説明書】(22/44) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－10 添付書類 Ⅴ－１－３－３ 

に関する設計については，搬送設備として認

可を受けたものから構造等に変更はないこと

から，以下の認可を受けたもの及び届け出た

ものに同じである。 

 

・平成11年１月29日付け10安（核規）第538

号にて認可を受けた設工認申請書の搬送設備

に係る本文仕様表，添付書類Ⅵ「設計及び工

事の方法の技術基準への適合に関する説明

書」のうち第十二条 搬送設備 

 

 

3.4 放射性廃棄の廃棄施設 

3.4.1 固体廃棄物の廃棄施設 

(1)高レベル廃液ガラス固化設備 

a．固化セル移送台車 

固化セル移送台車は，ガラス固化体が転倒し

ない構造とするとともに，遠隔自動運転と

し，運転を安全かつ確実に行うため，逸走防

止のインターロックを設ける設計とする。 

b．除染装置 

除染装置は，ガラス固化体を固化セルからつ

り上げ，ガラス固化体の表面の除染を行う装

置である。除染装置のガラス固化体のつり上

げ機構は，ガラス固化体の落下防止のため，

混合酸化物貯蔵設備の

搬送設備に関する設計

を「参考４ 搬送設備

に関する説明書」に示

す。 
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別紙４ 

再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－１－10 搬送設備に関する説明書】(23/44) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－10 添付書類 Ⅴ－１－３－３ 

つりワイヤを二重化し，フックに脱落防止機

構を施すとともに，電源喪失時にもつり荷を

保持できるフェイルセイフ機構を有する構造

とする。 

さらに，除染装置のガラス固化体のつり上げ

機構は，ガラス固化体のつり上げ高さを９ｍ

以内に制限できるインターロックを設け，万

一のガラス固化体の落下によってもガラス固

化体容器に著しい損傷を与えない設計とす

る。 

また，除染装置のガラス固化体のつり上げ機

構は，遠隔自動運転とし，運転を安全かつ確

実に行うため，逸走防止のインターロックを

設ける。 

c．ガラス固化体検査室天井クレーン 

ガラス固化体検査室天井クレーンは，ガラス

固化体の落下防止のため，つりワイヤを二重

化し，フックに脱落防止機構を施すととも

に，電源喪失時にもつり荷を保持できるフェ

イルセイフ機構を有する構造とする。 

さらに，ガラス固化体検査室天井クレーン

は，収納管外でのガラス固化体のつり上げ高

さを９ｍ以内に制限できるインターロックを

設け，万一のガラス固化体の落下によっても

ガラス固化体容器に著しい損傷を与えない設
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別紙４ 

再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－１－10 搬送設備に関する説明書】(24/44) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－10 添付書類 Ⅴ－１－３－３ 

計とする。 

また，ガラス固化体検査室天井クレーンは，

遠隔自動運転とし，運転を安全かつ確実に行

うため，逸走防止のインターロックを設け

る。 

 

高レベル廃液ガラス固化設備の搬送設備に

関する設計については，搬送設備として認可

を受けたものから構造等に変更はないことか

ら，以下の認可を受けたもの及び届け出たも

のに同じである。 

・平成11年１月29日付け10安（核規）第538

号にて認可を受けた設工認申請書の搬送設備

に係る本文仕様表，添付書類Ⅵ「設計及び工

事の方法の技術基準への適合に関する説明

書」のうち第十二条 搬送設備 

 

 

 

(2)ガラス固化体貯蔵設備 

a．トレンチ移送台車 

トレンチ移送台車は，遮蔽容器内にガラス固

化体の側面に沿うガイドを設けガラス固化体

が転倒しない構造とするとともに，遠隔自動

運転とし，運転を安全，かつ，確実に行うた

 

 

 

 

 

 

高レベル廃液ガラス固

化設備の搬送設備に関

する設計を「参考４ 

搬送設備に関する説明

書」に示す。 
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別紙４ 

再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－１－10 搬送設備に関する説明書】(25/44) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－10 添付書類 Ⅴ－１－３－３ 

め，逸走防止のインターロックを設ける。 

b．ガラス固化体受入れクレーン 

ガラス固化体受入れクレーンは，ガラス固化

体の落下防止のため，つりワイヤを二重化

し，フックに脱落防止機構を施すとともに，

電源喪失時にもつり荷を保持できるフェイル

セイフ機構を有する構造とする。 

さらに，ガラス固化体受入れクレーンは，ガ

ラス固化体のつり上げ高さを９ｍ以内に制限

できるインターロックを設け，万一のガラス

固化体の落下によってもガラス固化体容器に

著しい損傷を与えない設計とする。 

また，ガラス固化体受入れクレーンは，遠隔

自動運転とし，運転を安全，かつ，確実に行

うため，逸走防止のインターロックを設け

る。 

c．第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレ

ーン 

第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーン

は，ガラス固化体の落下防止のため，つりワ

イヤを二重化し，フックに脱落防止機構を施

すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持で

きるフェイルセイフ機構を有する構造とす

る。 

さらに，第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行
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別紙４ 

再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－１－10 搬送設備に関する説明書】(26/44) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－10 添付書類 Ⅴ－１－３－３ 

クレーンは，収納管外でのガラス固化体のつ

り上げ高さを９ｍ以内に制限できるインター

ロックを設け，万一のガラス固化体の落下に

よってもガラス固化体容器に著しい損傷を与

えない設計とする。 

また，第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行ク

レーンは，遠隔自動運転とし，運転を安全，

かつ，確実に行うため，逸走防止のインター

ロックを設ける。 

ガラス固化体貯蔵設備の搬送設備に関する

設計については，搬送設備として認可を受け

たものから構造等に変更はないことから，以

下の認可を受けたもの及び届け出たものに同

じである。 

・平成11年７月５日付け11安（核規）第135

号にて認可を受けた設工認申請書の搬送設備

に係る本文仕様表，添付書類Ⅵ「設計及び工

事の方法の技術基準への適合に関する説明

書」のうち第十二条 搬送設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガラス固化体貯蔵設備

の搬送設備に関する設

計を「参考５ 搬送設

備に関する説明書」に

示す。 
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別紙４ 

再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－１－10 搬送設備に関する説明書】(27/44) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－10 添付書類 Ⅴ－１－３－３ 

 3.5 まとめ 

搬送設備における放射性物質を収納する容器

等の落下防止，転倒防止及び動力供給停止時

の対策をまとめたものを第1表に示す。 

 

第1表 搬送設備の落下防止等対策 

3.5 まとめ 

燃料取扱設備における燃料体等の落下防止対

策をまとめたものを第1 表に示す。 

 

 

第1 表 燃料体等の落下防止対策 
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再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－１－10 搬送設備に関する説明書】(28/44) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－10 添付書類 Ⅴ－１－３－３ 

  4. 使用済燃料プール周辺設備等の重量物の

落下防止対策 

4.1 落下防止対策の基本的な考え方 

模擬燃料集合体の気中落下試験（以下「落

下試験」という。）での 大減肉量を考慮し

ても使用済燃料プールの機能が損なわれない

厚さ以上のステンレス鋼内張り（以下「ライ

ニング」という。）を施設することから，気

中落下時の衝突エネルギが落下試験より大き

い設備等に対して，適切な落下防止対策（離

隔，固縛等又は基準地震動Ｓｓに対する落下

防止設計）を実施する。 

気中落下時の衝突エネルギは，使用済燃

料プールライニング面（EL. □□m）からの

各設備等の設置高さに応じた位置エネルギと

する。 

気中落下時の衝突エネルギが落下試験の衝

突エネルギより小さい設備等については，適

切に落下防止するとともに，落下形態を含め

て落下試験結果に包絡されるため，使用済燃

料プール水の減少に繋がるようなライニング

の損傷のおそれはない。 

また，燃料体等については，模擬燃料集合

体の落下試験における重量及び落下高さを超

える場合があるが，水の浮力及び抗力を考慮

発電炉の「使用済燃料

プール周辺設備等の重

量物の落下防止対策」

は，波及的影響に関す

る事項として説明する

ことから，「Ⅳ-1-1-4

波及的影響に係る基本

方針」に波及的影響に

関する事項として説明

するため，搬送設備に

関する説明書では説明

しない。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－１－10 搬送設備に関する説明書】(29/44) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－10 添付書類 Ⅴ－１－３－３ 

することで，気中での模擬燃料集合体の衝突

エネルギを下回ることを確認している。使用

済燃料プールライニングの健全性について

は，別紙1「燃料集合体落下時の使用済燃料

プールライニングの健全性について」に示

す。 

さらに，燃料体等については，燃料取扱設

備において使用済燃料プールライニングへの

落下を防止する設計とする。 

 

4.2 落下防止対策の検討 

使用済燃料プール周辺設備等の重量物のう

ち，使用済燃料プールへの落下時に使用済燃

料プールの機能に影響を及ぼすおそれのある

重量物について，使用済燃料プールとの位置

関係，作業計画，ウォークダウンの結果を踏

まえて網羅的に抽出する。落下防止対策とし

ては，気中落下時の衝突エネルギが落下試験

の衝突エネルギより大きい設備等について，

使用済燃料プールからの離隔を確保できる重

量物は，十分な離隔距離を確保し，必要に応

じて固縛又は固定等により落下防止を行う。

十分な離隔を確保できない重量物は，基準地

震動Ｓｓによる地震荷重に対し使用済燃料プ

ールへ落下しない設計を行う。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－１－10 搬送設備に関する説明書】(30/44) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－10 添付書類 Ⅴ－１－３－３ 

重量物の抽出フロー及び落下防止対策を第

12 図に，その結果を第2 表に示す。 

燃料体等については，3．に示したとお

り，燃料取替機，原子炉建屋クレーン及びチ

ャンネル着脱機において，使用済燃料プール

への落下を防止する設計とする。 

 

第12 図 重量物の落下フロー及び落下防止対

策 

 

第2 表 重量物の抽出結果及び落下防止対策 

 

4.3 落下防止対策の設計 

a．離隔，固縛等による落下防止対策 

（a）PCV ヘッド，RPV ヘッド，電源盤類等 

PCV ヘッド，RPV ヘッド，コンクリートプ

ラグ・ハッチ類等は，重量物であり，車輪の

ような抵抗を緩和させる構造もないことか

ら，転倒を仮定しても使用済燃料プールに届

かない距離に設置して離隔をとるとともに，

必要な固縛等を実施する設計とする。 

PCV ヘッドの取扱具，RPV ヘッドの取扱

具，プールゲート類，キャスク，キャスクの

取扱具，電源盤類，フェンス・ラダー類，装

置類，試験・検査用機材類は，使用済燃料プ
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再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－１－10 搬送設備に関する説明書】(31/44) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－10 添付書類 Ⅴ－１－３－３ 

ールから十分な離隔距離を可能な限り確保

し，必要な固縛若しくは固定を実施する設計

とする。 

（b）ドライヤ，セパレータ等（取扱具含

む） 

ドライヤ，セパレータ等は，原子炉ウェル

を挟んで使用済燃料プールと反対側にあるＤ

／Ｓプールに設置し，使用済燃料プールと離

隔距離が十分とれているため，地震時であっ

ても使用済燃料プールに落下しない。 

 

b．耐震性確保による落下防止対策 

（a）原子炉建屋及び使用済燃料プール周辺

にある常設設備 

原子炉建屋については，原子炉建屋原子炉

棟6 階（EL. □□m）より上部の鉄筋コンク

リート造の壁及び鉄骨造の屋根トラス，屋根

面水平ブレース等を線材，面材により立体的

にモデル化した立体架構モデルを作成し，基

準地震動Ｓｓに対する評価を行い，屋根トラ

スにおいて水平地震動と鉛直地震動を同時に

考慮した発生応力が終局応力を超えず，使用

済燃料プール内に落下しない設計とする。原

子炉建屋屋根評価モデルを第13 図に示す。

なお，屋根については鋼板（デッキプレー
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再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－１－10 搬送設備に関する説明書】(32/44) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－10 添付書類 Ⅴ－１－３－３ 

ト）の上に鉄筋コンクリート造の床を設けた

構造となっており，地震による剥落はない。

原子炉建屋原子炉棟6 階より上部を構成する

壁は鉄筋コンクリート造の耐震壁であり，原

子炉建屋原子炉棟6 階より下部の耐震壁とあ

わせて基準地震動Ｓｓに対して落下しない設

計とする。なお，使用済燃料プール上部にあ

る常設設備としては天井照明があるが，その

落下エネルギは気中落下試験時の燃料集合体

の落下エネルギより小さいため評価不要であ

る。また，使用済燃料プール周辺にある重大

事故等対処設備としては，静的触媒式水素再

結合器及び常設スプレイヘッダがあるが，基

準地震動Ｓｓに対して使用済燃料プールに落

下しない設計とする。 

耐震設計評価結果については，添付書類

「Ⅴ-2-2-2 原子炉建屋の耐震性についての

計算書」，添付書類「Ⅴ-2-9-5-5-1 静的触

媒式水素再結合器の耐震性についての計算

書」及び添付書類「Ⅴ-2-4-3-2 代替燃料プ

ール注水系の耐震性についての計算書」に示

す。 

 

第13 図 原子炉建屋屋根評価モデル 
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再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－１－10 搬送設備に関する説明書】(33/44) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－10 添付書類 Ⅴ－１－３－３ 

（b）燃料取替機 

燃料取替機は，浮上りによる脱線を防止す

るため，脱線防止装置を設置する。脱線防止

装置は，走行レールの頭部を脱線防止装置に

て抱き込む構造であり，燃料取替機の浮上り

により走行，横行レールより脱線しない構造

とする。 

各レールにはレール走行方向に対する脱線

を防止するため，ストッパが設置されている

が，地震時等に走行，横行レール上を燃料取

替機，トロリが滑り，仮に本ストッパがなか

ったとしても，走行レールについては基準地

震動Ｓｓによる燃料取替機の滑りを考慮した

距離を保つ運用とすることから，レール範囲

外への脱線はしない。横行レールについて

は，ブリッジ上部にレールが敷設されてお

り，トロリが脱線したとしても走行レール外

側（使用済燃料プールエリア外）へ脱線する

ことから，使用済燃料プールに落下すること

はない。また，横行速度とトロリの高さか

ら，脱線後原子炉建屋壁面に到達することも

ない。燃料取替機と使用済燃料プールの位置

関係を第14 図に示す。燃料取替機は，想定

される 大重量を上回る定格荷重450 kg の

吊荷を吊った状態においても，基準地震動Ｓ
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再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－１－10 搬送設備に関する説明書】(34/44) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－10 添付書類 Ⅴ－１－３－３ 

ｓに対して使用済燃料プールに落下しない設

計とする。 

耐震設計評価結果については，添付書類

「Ⅴ-2-11-2-1 燃料取替機の耐震性について

の計算書」に示す。 

 

第14 図 燃料取替機と使用済燃料プールの位

置関係 

 

（c）原子炉建屋クレーン 

原子炉建屋クレーンは，浮上りによる脱線

を防止するため，脱線防止装置を設置する。

脱線防止装置は，ランウェイガーダ当り面，

横行レールに対し，浮上り代を設けた構造で

あり，クレーンの浮上りにより走行，横行レ

ールより脱線しない構造としている。 

なお，各レールにはレール走行方向に対す

る脱線を防止するため，ストッパが設置され

ているが，地震時等に走行，横行レール上を

原子炉建屋クレーン，トロリが滑り，仮に本

ストッパがなかったとしても，滑り量を考慮

した運用とすることから，原子炉建屋クレー

ン，トロリがレールから脱線し原子炉建屋壁

面に到達するおそれはなく，使用済燃料プー

ルに落下することはない。原子炉建屋クレー
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【Ⅵ－１－１－10 搬送設備に関する説明書】(35/44) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－10 添付書類 Ⅴ－１－３－３ 

ンと使用済燃料プールの位置関係を第15 図

に示す。 

原子炉建屋クレーンは，下部に設置された

上位クラス施設である使用済燃料プールに対

して，波及的影響を及ぼさないことを確認す

ることから，想定される 大重量を上回る定

格荷重125 t の吊荷を吊った状態において

も，基準地震動Ｓｓに対して使用済燃料プー

ルへの落下を防止する設計とする。 

耐震性評価結果については，添付書類「Ⅴ

-2-11-2-2 原子炉建屋クレーンの耐震性につ

いての計算書」にて示す。 

 

第15 図 原子炉建屋クレーンと使用済燃料プ

ールの位置関係 
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備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－10 添付書類 Ⅴ－１－３－３ 

 

 

4. 使用済燃料プール内への落下物による使

用済燃料プールへの影響評価 

燃料貯蔵プールからのプール水の漏えいを

考慮し，万一燃料集合体等が燃料貯蔵プール

に落下した場合を想定し，別紙１のとおり燃

料貯蔵プールライニングの健全性に関する影

響評価を実施している。 

使用済燃料プールへの燃料集合体落下につ

いては，模擬燃料集合体を用いた気中落下試

験を実施し，燃料集合体落下時の使用済燃料

プールライニングの健全性について以下のと

おり示された。 

BWR燃料集合体は，落下高さ気中5.1mに対

して減肉量0.7 mmであった。 

PWR燃料集合体は，落下高さ気中6.0mに対

して減肉量1mmであった。 

また，燃料集合体落下後のライニング表面

の浸透探傷試験の結果，割れ等の有害な欠陥

は認められなかった。 

よって，使用済燃料貯蔵設備の搬送設備に

よる使用済燃料集合体の吊上げ高さが６m以

下の高さであるため，万一の燃料集合体の落

下を想定した場合においても，ライニングが

健全性を確保することを確認している。 

 

5.  使用済燃料プール内への落下物による使

用済燃料プール内の燃料体等への影響評価 

使用済燃料プール内への落下物によって使

用済燃料プール内の燃料体等が破損しないこ

とを計算により確認する。 

 

5.1 基本方針 

（1）影響評価の基本的考え方 

4．において気中落下時の衝突エネルギが

落下試験の衝突エネルギより大きい設備等に

ついては適切な落下防止対策を実施すること

から，落下試験の衝突エネルギを適用して使

用済燃料プール内の燃料体等への影響評価を

実施する。 

以降においては，燃料体等からチャンネ

ル・ボックスを除いた状態を「燃料集合体」

と呼び，評価については，燃料集合体のうち

核燃料物質及び核分裂生成物を内包する燃料

被覆管が，放射性物質の閉じ込め機能を保持

するよう，破損に至るような変形に対して妥

当な安全余裕を有することを計算により確認

する。 

 

（2）落下物の選定 

上述のとおり第2 表において落下防止対策

 

 

 

 

別紙 1 燃料集合体，燃

料収納缶及びバスケッ

ト落下時のライニング

の健全性に関する説明

書を「参考６ 燃料集

合体，燃料収納缶及び

バスケット落下時のラ

イニングの健全性に関

する説明書ついて」に

示す。 
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基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－10 添付書類 Ⅴ－１－３－３ 

 

別紙１ 燃料集合体，燃料収納缶及びバス

ケット落下時のライニングの健全性に関する

説明書 

 

別紙１ 燃料集合体，燃料収納缶及びバス

ケット落下時のライニングの健全性に関する

説明書については，以下の認可を受けたもの

及び届け出たものに同じである。 

 

・平成５年12月27日付け５安（核規）第534

号にて認可を受けた設工認申請書の搬送設備

に係る本文仕様表，添付書類Ⅵ「設計及び工

事の方法の技術基準への適合に関する説明

書」のうち第六条 材料及び構造の内の添付

―4「燃料集合体，燃料収納缶及びバスケッ

ト落下時のライニングの健全性に関する説明

書」 

 

 

 

を施さない重量物による落下エネルギを包含

できる落下物として，模擬燃料集合体を選定

する。 

 

（3）評価方針 

燃料集合体の概要を第16-1～2 図及び燃料

集合体とラックの関係図を第16-3 図に示

す。 

燃料集合体の強度評価フローを第17 図に

示す。 

燃料集合体の強度評価においては，その構

造を踏まえ，落下物による荷重の作用方向及

び伝達過程を考慮し，評価対象部位を選定す

る。 

落下物による燃料集合体への影響について

は，落下物の衝突により生じるひずみが許容

値を超えないことを確認する。 

落下物が同時に複数の燃料集合体に衝突す

ることが考えられるが，保守的に1 体の燃料

集合体に落下物が衝突するものとして計算を

行う。 

燃料集合体は第16-3 図のとおり，ラック

内に貯蔵されている。燃料被覆管部分はラッ

ク内にあるが，燃料集合体上部は露出した状

態にある。よって，落下物は燃料集合体の上

75



別紙４ 

再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－１－10 搬送設備に関する説明書】(38/44) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－10 添付書類 Ⅴ－１－３－３ 

部タイ・プレートに直接衝突するものとして

評価を行う。 

燃料集合体の許容限界は，燃料被覆管の破

断伸びに適切な余裕を考慮した値とする。 

 

第16-1 図 燃料集合体の概要（９×９燃料

（Ａ型）） 

 

第16-2 図 燃料集合体の概要（９×９燃料

（Ｂ型）） 

 

第16-3 図 燃料集合体とラックの関係図 

 

第17 図 燃料集合体の強度評価フロー 

 

5.2 強度評価方法 

（1）記号の定義 

燃料集合体の強度評価に用いる記号を第3 

表に示す。 

 

第3 表 強度評価に用いる記号 

 

（2）評価対象部位 

燃料集合体の評価対象部位は，落下物によ

る荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し設定
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【Ⅵ－１－１－10 搬送設備に関する説明書】(39/44) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－10 添付書類 Ⅴ－１－３－３ 

する。 

落下物による衝撃荷重は，落下物が燃料集

合体に直接衝突した際，燃料被覆管に作用

し，ひずみが発生する。 

落下物は上部タイ・プレートに衝突し，押

し下げられた上部タイ・プレートは上部タ

イ・プレートと接続しているすべての燃料棒

に荷重を伝達するため，落下物による荷重は

燃料棒の局所に集中することはない。 

このことから，燃料被覆管を評価対象部位

とし設定する。 

 

（3）荷重の設定 

燃料集合体の強度評価に用いる荷重は，第

4 表の荷重を用いる。気中重量から燃料棒体

積分の水の重量のみを減じた各燃料集合体の

実際の水中重量は，表中の値以下となる。な

お，落下エネルギの評価に用いる荷重及び高

さについては，4.1 及び5.1（1）に記載のと

おり保守的に落下試験と同じ条件とする。 

 

第4 表 落下物の諸元 

 

（4）許容限界 

燃料集合体のひずみの許容限界値は，燃料被
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【Ⅵ－１－１－10 搬送設備に関する説明書】(40/44) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－10 添付書類 Ⅴ－１－３－３ 

覆管が破断しないこととすることから，「平

成１８年度リサイクル燃料資源貯蔵技術調査

等（貯蔵燃料長期健全性等確証試験に関する

試験 終成果報告書）」（（独）原子力安全

基盤機構）の試験データ等を踏まえて，許容

ひずみは燃料被覆管の破断伸びに対して十分

保守側の1 ％とする。 

 

第18 図 燃料集合体の構造図 

 

第19 図 燃料集合体の断面図 

 

ａ. 衝突影響評価 

落下物の衝突に伴う荷重は，燃料集合体の上

部タイ・プレートを介して燃料棒，ウォー

タ・ロッドに作用することになるが，落下エ

ネルギが全て燃料被覆管の変形に費やされる

ものとし，この際に燃料被覆管に生じるひず

みを算出する。算出に当たっては，保守的な

評価となるよう燃料被覆管は弾完全塑性体と

し，第20 図に示すとおり塑性変形に伴う硬

化を考慮しないものとする。 

（a） 落下物の落下エネルギ（鉛直成分） 

Ｗ＝ｍ・ｇ・ｈ 

（b） 燃料被覆管の変形エネルギ 
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備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－10 添付書類 Ⅴ－１－３－３ 

 
5.3 評価条件 

燃料集合体の強度評価に用いる評価条件を第

5 表に示す。 

 

第5 表 評価条件（燃料集合体） 

 

5.4 評価結果 

燃料集合体の強度評価結果を第6 表に示す。 

燃料集合体に発生するひずみは許容ひずみ以

下である。 

 

 

 

別紙1 燃料集合体落下時の使用済燃料プール

ライニングの健全性について 

 

使用済燃料プールへの燃料集合体落下につ

いては，模擬燃料集合体を用いた気中落下試

験を実施し，万一の燃料集合体の落下を想定

した場合においても，ライニングが健全性を
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【Ⅵ－１－１－10 搬送設備に関する説明書】(42/44) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－10 添付書類 Ⅴ－１－３－３ 

確保することを確認している＊ 1。 

試験結果としては，ライニングの 大減肉

量は初期値3.85 mmに対して0.7 mmであっ

た。 

また，落下試験後のライニング表面の浸透探

傷試験の結果は，割れ等の有害な欠陥は認め

られず，燃料落下後のライニングは健全であ

ることが確認された。 

図1 は，気中による模擬燃料集合体の落下

試験の方法を示したものである。図１に示す

落下試験における模擬燃料集合体重量は，チ

ャンネル・ボックスを含めた状態で310 kgと

保守的＊ 2 であり，燃料落下高さは燃料取

替機による通常の燃料移動高さを考慮し，

5.1 mと安全側である。燃料移動高さについ

ては，燃料体等をキャスクに装荷する場合及

びキャスクから取り出す場合に限り，5.1 m 

よりも高い □□m（＜6 m）としているが，

この場合も燃料体等落下時の水中抗力を考慮

することにより，上記落下試験における落下

エネルギ（310 kg×ｇ×5.1 m= 15.5 kJ，こ

こで重力加速度ｇ= 9.80665 m/s2）に包絡さ

れることを確認した＊ 3。 

注記 ＊1：株式会社日立製作所，「沸騰水型
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備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－10 添付書類 Ⅴ－１－３－３ 

原子力発電所燃料集合体落下時の

燃料プールライニングの健全性に

ついて」（HLR－050），平成6 年

12 月 

＊2：東海第二発電所にて取り扱ってい

る燃料集合体重量（チャンネル・

ボックス含む。）は，表1 に示す

とおり水中で310 kg 未満である

ことを確認している。燃料装荷時

等に使用するツインブレードガイ

ドも，気中での重量は325 kg で

あるが，水中では284 ㎏と，310 

kg 未満になることを確認してい

る。 

＊3：燃料集合体の変位（落下移動距

離）をx（m），時間をt（s）と

し，以下に示す運動方程式を用い

て，6 m落下後のライニング衝突

直前の速度及び落下エネルギを評

価する。本評価では，燃料集合体

は垂直に落下し，落下中に水によ

る浮力及び抵抗（抗力）を受ける

ことを想定する。 

81



別紙４ 

再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ－１－１－10 搬送設備に関する説明書】(44/44) 
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備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－１－10 添付書類 Ⅴ－１－３－３ 
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令和５年１月５日 Ｒ0 

参考５ 

搬送設備に関する説明書

（搬送設備に関する説明書） 

平成 11 年７月５日付け 11 安（核規）第 135 号にて認可を受けた設工

認申請書の搬送設備に係る本文仕様表，添付書類Ⅵ「設計及び工事の方

法の技術基準への適合に関する説明書」のうち第十二条 搬送設備
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令和５年１月５日 Ｒ0 

参考６ 

燃料集合体，燃料収納缶及びバスケ

ット落下時のライニングの健全性に

関する説明書

（燃料集合体，燃料収納缶及びバスケット落下時のライニングの健全

性に関する説明書） 

平成５年 12 月 27 日付け５安（核規）第 534 号にて認可を受けた設工

認申請書の添付書類Ⅵ「設計及び工事の方法の技術基準への適合に関

する説明書」のうちの第六条 材料及び構造の内の添付―4「燃料集合

体，燃料収納缶及びバスケット落下時のライニングの健全性に関する

説明書」
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令和５年１月５日 Ｒ０ 

別紙５

補足説明すべき項目の抽出
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補足説明すべき項目の抽出
（第十八条 搬送設備）

別紙５①

補足すべき事項

1

使用済燃料等の放射性物質を搬送する設備（人の安全に著しい支障を及ぼすおそれがないものとして低
レベル放射性物質等を搬送する設備を除く。以下，「搬送設備」という。）は，使用済燃料等の放射性
物質を搬送する能力として必要な容量を有する設計とする。

3

搬送設備は，放射性物質を収納する容器等の閉じ込め機能に影響を及ぼさないよう，逸走防止，落下防
止又は転倒防止のための構造又は機構を設ける設計とする。

4

放射性物質を収納する容器等は，仮に落下しても破損しない高さ以下で取り扱う設計とする。

5

搬送設備は，放射性物質を収納する容器等を搬送するための動力の供給が停止した場合，放射性物質を
収納する容器等の落下及び脱落を防止する機構により，搬送中の放射性物質を収納する容器等を安全に
保持する設計とする。

基本設計方針 添付書類
補足べき対象はない。

基本方針
設計方針（容量）

【使用済燃料等の落下防止対策】
搬送設備の逸走防止，落下防止及び搬送中の動力供給停止について説明する。

【搬送設備の容量】
搬送設備の搬送物重量の容量について説明する。

【搬送設備のつり上げ高さ】
搬送設備の高さ制限について説明する。
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補足説明すべき項目の抽出
（第十八条 搬送設備）

別紙５②

展開要否 理由基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目

基本設計方針からの展開では、補足すべき事項はない。 発電炉の補足説明資料には、本条文に該当する内容の資料はない。

基本設計方針からの展開では補足すべき事項がなく、また、発電炉の補足説明資料には本条文

に該当する内容の資料がないことから、確認の結果として追加で補足すべき事項はない。

なお、補足説明事項がないため別紙５③は作成しない。
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令和５年１月５日 Ｒ０ 

別紙６

変更前記載事項の

既設工認等との紐づけ
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別紙６
変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ（第 2 回申請）

変 更 前 変 更 後 

第１章 共通項目 

9 設備に対する要求 

9.4 搬送設備 

使用済燃料等の放射性物質を搬送する設備（人の安全に著しい支障を及ぼすおそれがないものとして

低レベル放射性物質等を搬送する設備を除く。以下，「搬送設備」という。）は，使用済燃料等の放射

性物質を搬送する能力として必要な容量を有する設計とする。搬送設備による再処理施設における使用

済燃料等の放射性物質の工程内及び工程間の移動において，容器等を取り扱うことを考慮し，放射性物

質の閉じ込めの措置等の適切な設計を行う。 

搬送設備は，放射性物質を収納する容器等の閉じ込め機能に影響を及ぼさないよう，逸走防止，落下

防止又は転倒防止のための構造又は機構を設ける設計とする。 

放射性物質を収納する容器等は，仮に落下しても破損しない高さ以下で取り扱う設計とする。 

搬送設備は，放射性物質を収納する容器等を搬送するための動力の供給が停止した場合，放射性物質

を収納する容器等の落下及び脱落を防止する機構により，搬送中の放射性物質を収納する容器等を安全

に保持する設計とする。 

なお，搬送設備に係る個別設備の設計方針については，第２章 個別項目の「1. 使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設」，「2.1 せん断処理施設」，「2.5 脱硝施設」，「3. 製品貯蔵施設」及び

「5.3 固体廃棄物の廃棄施設」に示す。 

第１章 共通項目 

9 設備に対する要求 

9.4 搬送設備 

 

変更なし 既設工認 本文 仕様表（第２回，第３回，第４回，第７回，第８回申請） 

既設工認 本文 仕様表（第２回，第３回，第４回，第７回，第８回申請） 

既設工認 本文 仕様表（第２回，第３回，第７回，第８回申請） 

既設工認 本文 仕様表（第２回，第３回，第４回，第７回，第８回申請） 

搬送①-1,搬送②-1,搬送③-1,搬送④-1,搬送⑤-1 

搬送①-2,搬送②-2,搬送③-2,搬送④-2,搬送⑤-2 

搬送①-3,搬送②-3,搬送④-3,搬送⑤-3 

搬送①-4,搬送②-4,搬送③-4,搬送④-4,搬送⑤-4 

【凡例】 

：既設工認に記載されている内容と同様 
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